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条 例 

 

 江東区情報公開条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２号 

江東区情報公開条例の一部を改正する条例 

 江東区情報公開条例（平成１３年３月江東区条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第２７条」を「第３３条」に、「第２８

条―第２９条の２」を「第３４条―第３６条」に、

「第３０条―第３３条」を「第３７条―第４０条」

に改める。 

第２条第２項中「作られた」を「作られる」に

改める。 

第５条の見出しを「（開示請求権）」に改める。 

第６条の見出し中「方法」を「手続」に改める。 

第７条各号列記以外の部分中「非開示情報」を

「不開示情報」に改め、同条第１号を削り、同条

第２号ア中「法令等」を「法令、東京都の条例及

び区の条例（以下「法令等」という。）」に改め、

同号を同条第１号とし、同号の次に次の１号を加

える。 

(2) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）第６０条第３項に規定する行

政機関等匿名加工情報（同条第４項に規定す

る行政機関等匿名加工情報ファイルを構成す

るものに限る。以下この号において「行政機

関等匿名加工情報」という。）又は行政機関等

匿名加工情報の作成に用いた同条第１項に規

定する保有個人情報から削除した同法第２条

第１項第１号に規定する記述等若しくは同条

第２項に規定する個人識別符号 

第７条第４号中「予防」の次に「、鎮圧又は捜

査、公訴の維持、刑の執行」を、「おそれがある」

の次に「と実施機関が認めることにつき相当の理

由がある」を加え、同条第５号中「、若しくは」

を「若しくは」に改め、同条第６号ア中「又は試

験」を「、試験又は租税の賦課若しくは徴収」に

改め、同号オ中「又は事業運営上」を削る。 

第８条の見出しを「（部分開示）」に改め、同条

第１項中「非開示情報」を「不開示情報」に改め、

「ときは」の次に「、開示請求者に対し」を加え、

「以外の部分を」を「を除いた部分につき」に改

め、同条第２項中「前条第２号」を「前条第１号」

に改め、「記述等」の次に「及び個人識別符号」を

加える。 

第９条中「非開示情報（第７条第１号に該当す

る情報を除く。）」を「不開示情報」に改める。 

第１０条中「非開示情報」を「不開示情報」に

改める。 

第１１条の見出し中「決定等」を「措置」に改

める。 

第１２条第１項ただし書中「第６条第３項」を

「第６条第２項」に改め、同条第２項中「実施機

関は、やむを得ない理由により、前項に規定する

期間内に開示決定等をすることができない」を「前

項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上

の困難その他正当な理由がある」に、「速やかに延

長後」を「遅滞なく、延長後」に改め、同条第３

項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１３条第２項を削る。 

第１５条の見出しを「（第三者に対する意見書提

出の機会の付与等）」に改め、同条第１項中「に先

立ち」を「をするに当たって」に改め、同条第２

項第１号中「第７条第２号イ」を「第７条第１号

イ」に改める。 

第１６条の見出しを「（開示の実施）」に改める。 

第１７条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、公文書の開示を写

しの交付により行う場合における当該写しの作

成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担

とする。 

第２２条第５項を同条第７項とし、同条第４項

の次に次の２項を加える。 

５ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、

後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行

うものとする。 

６ 区長は、委員が心身の故障のため職務の執行

ができないと認めるとき、又は委員に職務上の

義務違反その他委員たるに適しない非行がある

と認めるときは、その委員を罷免することがで

きる。 

第２２条に次の２項を加える。 

８ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の

役員となり、又は積極的に政治運動をしてはな

らない。 

９ 委員の報酬及び費用弁償については、別に条

例で定める。 

第３３条を第４０条とし、第３０条から第３２

条までを７条ずつ繰り下げ、第２９条の２を第３

６条とし、第２９条を第３５条とし、第２８条を

第３４条とする。 

第２７条中「の組織及び運営」を削り、同条を
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第３３条とする。 

第２６条の２を第３１条とし、同条の次に次の

１条を加える。 

（庶務） 

第３２条 審議会の庶務は、政策経営部広報広聴

課において処理する。 

第２６条の見出し中「審議」を「調査審議」に

改め、同条中「審議の」を「調査審議の」に改め、

同条を第３０条とする。 

第２５条を削る。 

第２４条の見出し中「陳述等」を「陳述」に改

め、同条第１項中「から申出」を「の申立て」に、

「ときは」を「場合には」に、「、又は意見書若し

くは資料の提出を認めることができる」を「なけ

ればならない」に改め、同項に次のただし書を加

える。 

ただし、審議会が、その必要がないと認める

場合には、この限りでない。 

第２４条第２項を削り、同条第３項中「第１項

に規定する意見の陳述」を「前項本文の場合」に

改め、同項を同条第２項とし、同条を第２６条と

し、同条の次に次の３条を加える。 

（主張書面等の提出） 

第２７条 審査請求人等は、審議会に対し、主張

書面又は資料を提出することができる。この場

合において、審議会が、主張書面又は資料を提

出すべき相当の期間を定めたときは、その期間

内にこれを提出しなければならない。 

（委員による調査手続） 

第２８条 審議会は、必要と認める場合には、そ

の指名する委員に、第２５条第１項の規定によ

り提示された公文書を閲覧させ、同条第４項の

規定による調査をさせ、又は第２６条第１項本

文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴

かせることができる。 

（提出資料の写しの送付等） 

第２９条 審議会は、第２５条第３項の規定によ

る資料の提出又は同条第４項若しくは第２７条

の規定による主張書面又は資料の提出があった

ときは、これらの資料又は主張書面の写し（電

磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録さ

れた事項を記載した書面）を当該資料を提出し

た審査請求人等以外の審査請求人等に送付する

ものとする。ただし、第三者の利益を害するお

それがあると認められるときその他正当な理由

があるときは、この限りでない。 

２ 審議会は、前項の規定による送付をしようと

するときは、当該送付に係る資料を提出した審

査請求人等の意見を聴かなければならない。た

だし、審議会が、その必要がないと認めるとき

は、この限りでない。 

第２３条第３項中「分類し、又は」を「分類又

は」に改め、同条第４項中「審査請求人、参加人

又は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意

見書」を「審査請求人等（審査請求人、参加人（行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１３

条第４項に規定する参加人をいう。）又は諮問庁を

いう。以下同じ。）にその主張を記載した書面（以

下「主張書面」という。）」に、「を陳述させる」を

「の陳述を求める」に改め、同条を第２５条とす

る。 

第２２条の次に次の２条を加える。 

（会長） 

第２３条 審議会に会長を置き、委員の互選によ

りこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指

名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第２４条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会

議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

                    

江東区個人情報の保護に関する法律施行条例を

公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第３号 

江東区個人情報の保護に関する法律施行条

例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号。以下「法」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（用語） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、区

長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員

をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において

使用する用語は、法及び個人情報の保護に関す
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る法律施行令（平成１５年政令第５０７号）で

使用する用語の例による。 

（開示請求に係る手数料） 

第３条 法第８９条第２項の規定により納付しな

ければならない手数料の額は、無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、保有個人情報の開

示を写しの交付により行う場合における当該写

しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者

の負担とする。 

（開示請求の手続） 

第４条 開示請求書には、法第７７条第１項各号

に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載

するものとする。 

（開示決定等の期限） 

第５条 開示決定等は、開示請求があった日から

１４日以内にしなければならない。ただし、法

第７７条第３項の規定により補正を求めた場合

にあっては、当該補正に要した日数は、当該期

間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務

処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を３０日以内に限り延長す

ることができる。この場合において、実施機関

は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期

間及び延長の理由を書面により通知しなければ

ならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大

量であるため、開示請求があった日から４４日

以内にその全てについて開示決定等をすること

により事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合には、前条の規定にかかわらず、実

施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち

の相当の部分につき当該期間内に開示決定等を

し、残りの保有個人情報については相当の期間

内に開示決定等をすれば足りる。この場合にお

いて、実施機関は、同条第１項に規定する期間

内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書

面により通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等を

する期限 

（訂正請求の手続） 

第７条 訂正請求書には、法第９１条第１項各号

に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載

するものとする。 

（利用停止請求の手続） 

第８条 利用停止請求書には、法第９９条第１項

各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を

記載するものとする。 

（江東区個人情報保護審議会への諮問） 

第９条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当

する場合において、個人情報の適正な取扱いを

確保するため専門的な知見に基づく意見を聴く

ことが特に必要であると認めるときは、江東区

個人情報保護審議会条例（令和５年３月江東区

条例第４号）第２条に規定する江東区個人情報

保護審議会に諮問することができる。 

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しよう

とする場合 

(2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措

置の基準を定めようとする場合 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、実施機関にお

ける個人情報の取扱いに関する運用上の細則

を定めようとする場合 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行

する。 

（旧条例の廃止） 

第２条 江東区個人情報保護条例（平成１０年３

月江東区条例第１０号。以下「旧条例」という。）

は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る旧条例第３条第２項

（旧条例第５３条第１項において準用する場合

を含む。）又は第１３条第２項の規定によるそ

の業務に関して知り得た旧条例第２条第２項に

規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）

の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならない義務については、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後も、なお従前の例による。 

(1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１

項に規定する実施機関（以下「旧実施機関」

という。）の職員である者又は施行日前にお

いて旧実施機関の職員であった者のうち、施

行日前において旧個人情報の取扱いに従事し

ていた者 

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧

個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事

している者又は施行日前に当該業務に従事し

ていた者 
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(3) この条例の施行の際現に指定管理者（地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）

が管理する区の公の施設の管理事務に従事し

ている者又は施行日前において当該事務に従

事していた者のうち、施行日前において旧個

人情報の取扱いに従事していた者 

２ 施行日前に旧条例第２０条、第２９条又は第

３５条の規定による請求がされた場合における

旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及

び利用停止については、なお従前の例による。 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施

行日前において旧実施機関が保有していた個人

の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条

第６項第１号に規定する個人情報ファイル（そ

の全部又は一部を複製し、又は加工したものを

含む。）を施行日以後に提供したときは、２年

以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員

である者又は施行日前において旧実施機関の

職員であった者 

(2) 第１項第２号に掲げる者 

(3) 第１項第３号に掲げる者 

４ 前項各号に掲げる者が、正当な理由がないの

に、施行日前において旧実施機関が保有してい

た個人の秘密に属する事項が記録された旧条例

第２条第６項第２号に規定する個人情報ファイ

ル（その全部又は一部を複製し、又は加工した

ものを含む。）を施行日以後に提供したときは、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処す

る。 

５ 第３項各号に掲げる者が、その業務に関して

知り得た施行日前において旧実施機関が保有し

ていた旧条例第２条第５項に規定する保有個人

情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正

な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき

は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に

処する。 

６ 前３項の規定は、区の区域外においてこれら

の項の罪を犯した者にも適用する。 

第４条 附則第２条の規定により旧条例の規定が

その効力を失う前にした違反行為の処罰につい

ては、その失効後も、なお従前の例による。 

                    

江東区個人情報保護審議会条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第４号 

江東区個人情報保護審議会条例 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 設置及び組織（第２条―第６条） 

 第３章 開示決定等に係る審査請求についての

調査審議の手続（第７条―第１２条） 

 第４章 雑則（第１３条―第１６条） 

 附則 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、江東区個人情報保護審議会

の設置及び組織並びに調査審議の手続等につい

て定めるものとする。 

第２章 設置及び組織 

（設置） 

第２条 次に掲げる事項を調査審議するため、区

に、江東区個人情報保護審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

(1) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号。以下「法」という。）第１０

５条第３項において準用する同条第１項及び

江東区議会の個人情報の保護に関する条例

（令和５年３月江東区条例第２５号。以下「議

会条例」という。）第４５条の規定による諮

問に応じた審査請求 

(2) 江東区個人情報の保護に関する法律施行条

例（令和５年３月江東区条例第３号）第９条

及び議会条例第５０条の規定による諮問に係

る事項 

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則（平成

２６年特定個人情報保護委員会規則第１号）

第７条第４項に規定する事項であって、実施

機関（区長、教育委員会、選挙管理委員会及

び監査委員をいう。以下同じ。）及び議会の

諮問に係るもの 

（組織） 

第３条 審議会は、委員５人以内をもって組織す

る。 

（委員） 

第４条 委員は、優れた識見を有する者のうちか

ら、区長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、

後任者が任命されるまで引き続きその職務を行

うものとする。 

５ 区長は、委員が心身の故障のため職務の執行
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ができないと認めるとき、又は委員に職務上の

義務違反その他委員たるに適しない非行がある

と認めるときは、その委員を罷免することがで

きる。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

７ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の

役員となり、又は積極的に政治運動をしてはな

らない。 

８ 委員の報酬及び費用弁償については、別に条

例で定める。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、委員の互選により

これを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指

名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数以上が出席しなけれ

ば会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

第３章 開示決定等に係る審査請求につい

ての調査審議の手続 

（定義） 

第７条 この章において「諮問庁」とは、法第１

０５条第３項において準用する同条第１項の規

定により審議会に諮問をした実施機関及び議会

条例第４５条の規定により審議会に諮問をした

議長をいう。 

２ この章において「保有個人情報」とは、実施

機関が諮問する場合にあっては法第７８条第１

項第４号に規定する開示決定等、法第９４条第

１項に規定する訂正決定等又は法第１０２条第

１項に規定する利用停止決定等に係る保有個人

情報（法第６０条第１項に規定する保有個人情

報をいう。）をいい、議長が諮問する場合にあ

っては議会条例第２０条第５号アに規定する開

示決定等、議会条例第３５条第１項に規定する

訂正決定等又は議会条例第４２条第１項に規定

する利用停止決定等に係る保有個人情報（議会

条例第２条第４項に規定する保有個人情報をい

う。）をいう。 

（審議会の調査権限） 

第８条 審議会は、必要があると認めるときは、

諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めるこ

とができる。この場合においては、何人も、審

議会に対し、その提示された保有個人情報の開

示を求めることができない。 

２ 諮問庁は、審議会から前項の規定による求め

があったときは、これを拒んではならない。 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、諮問

庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の

内容を審議会の指定する方法により分類又は整

理した資料を作成し、審議会に提出するよう求

めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審議会

は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人等

（審査請求人、参加人（行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第１３条第４項に規定す

る参加人をいう。）又は諮問庁をいう。以下同

じ。）にその主張を記載した書面（以下「主張

書面」という。）又は資料の提出を求めること、

適当と認める者にその知っている事実の陳述を

求めることその他必要な調査をすることができ

る。 

（意見の陳述） 

第９条 審議会は、審査請求人等の申立てがあっ

た場合には、当該審査請求人等に口頭で意見を

述べる機会を与えなければならない。ただし、

審議会が、その必要がないと認める場合には、

この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、審査請求人又は参

加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに

出頭することができる。 

（主張書面等の提出） 

第１０条 審査請求人等は、審議会に対し、主張

書面又は資料を提出することができる。この場

合において、審議会が、主張書面又は資料を提

出すべき相当の期間を定めたときは、その期間

内にこれを提出しなければならない。 

（委員による調査手続） 

第１１条 審議会は、必要があると認める場合に

は、その指名する委員に、第８条第１項の規定

により提示された保有個人情報を閲覧させ、同

条第４項の規定による調査をさせ、又は第９条

第１項本文の規定による審査請求人等の意見の

陳述を聴かせることができる。 

（提出資料の写しの送付等） 

第１２条 審議会は、第８条第３項の規定による

資料の提出又は同条第４項若しくは第１０条の

規定による主張書面若しくは資料の提出があっ

たときは、これらの資料又は主張書面の写し（電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の
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知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）

にあっては、当該電磁的記録に記録された事項

を記載した書面）を当該資料又は主張書面を提

出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付

するものとする。ただし、第三者の利益を害す

るおそれがあると認められるときその他正当な

理由があるときは、この限りでない。 

２ 審議会は、前項の規定による送付をしようと

するときは、当該送付に係る資料又は主張書面

を提出した審査請求人等の意見を聴かなければ

ならない。ただし、審議会が、その必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

   第４章 雑則 

（調査審議手続の非公開） 

第１３条 審議会の行う調査審議の手続は、公開

しない。 

（審査請求の制限） 

第１４条 この条例の規定による審議会の処分又

は不作為については、審査請求をすることがで

きない。 

（庶務） 

第１５条 審議会の庶務は、政策経営部広報広聴

課において処理する。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、審議会

に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行

する。ただし、次条第２項の規定は、公布の日

から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に江東区個人情報

の保護に関する法律施行条例附則第２条の規定

による廃止前の江東区個人情報保護条例（平成

１０年３月江東区条例第１０号。以下「旧条例」

という。）第４５条の規定により区に置かれた

同条に規定する江東区個人情報保護審議会（以

下「旧審議会」という。）の委員である者は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

に、第４条第１項の規定による委嘱を受けたも

のとみなす。 

２ 区長は、施行日前においても、第４条第１項

の規定の例により、審議会の委員の委嘱をする

ことができる。この場合において、その委嘱を

受けた委員は、施行日において同項の規定によ

る委嘱を受けたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧審議会の委員であ

る者又は施行日前において旧審議会の委員であ

った者に係る旧条例第４５条第６項の規定によ

る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義

務については、なお従前の例による。 

４ 施行日前に旧条例第４３条又は第４５条の規

定により旧審議会にされた諮問は、審議会にさ

れたものとみなし、旧条例に規定する調査審議

については、なお従前の例による。 

                    

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第５号 

   江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正

する条例 

 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例（平成２７年１２月江東

区条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「江東区個人情報保護条例（平

成１０年３月江東区条例第１０号）第２条第２項」

を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）第２条第１項」に改め、同条中第２

号を削り、第３号を第２号とし、同号の次に次の

１号を加える。 

(3) 特定個人情報 法第２条第８項に規定する

特定個人情報をいう。 

 別表第２の４６の項中「特別児童扶養手当関係

情報」の次に「、江東区心身障害者福祉手当条例

による心身障害者福祉手当の支給に関する情報」

を加え、同表４７の項中「障害者関係情報」を「医

療保険給付等関係情報」に、「児童扶養手当関係情

報」を「生活保護関係情報、外国人生活保護関係

情報」に改め、「、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律による療養介護若

しくは施設入所支援に関する情報、特別児童扶養

手当関係情報、江東区心身障害者福祉手当条例に

よる心身障害者福祉手当の支給に関する情報」を

削る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

                    

江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例を公布する。 
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令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第６号 

   江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例 

 江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例（昭和３１年１１月江東区条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「３月１日、」を削り、同条第２

項中「、３月に支給する場合においては１００分

の２５、６月及び１２月に支給する場合において

は１００分の１７０．５」を「１００分の１８３」

に、「３月以内（基準日が１２月１日であるときは、

６月以内）」を「６月以内」に改め、「これらの期

間を」を削り、同項の表を次のように改める。 
在職期間 割合 

６月 １００分の１００ 

３月以上６月未満 １００分の６０ 

３月未満 １００分の３０ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（令和５年６月に支給する期末手当に関する特例

措置） 

２ この条例による改正後の江東区議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「新

条例」という。）第８条第２項の規定にかかわら

ず、令和５年６月に支給する期末手当の額は、

同条第１項の基準日現在（同項後段に規定する

者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在）

における第２条に規定する議員報酬月額及びそ

の議員報酬月額に１００分の４５を乗じて得た

額の合計額に１００分の１８３（以下「支給基

準率」という。）を乗じて得た額に、第８条第１

項の基準日以前３月以内の期間におけるその者

の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割

合を乗じて得た額とする。 
在職期間 割合 

３月 １００分の１００ 

１月１５日以上３月未満 １００分の６０ 

１月１５日未満 １００分の３０ 

３ 新条例第８条第３項の規定にかかわらず、令

和５年６月に支給する期末手当の支給に際し、

同条第１項の基準日以前３月以内の期間中、役

職議員に在職した期間については、第２条に規

定する役職議員に支給する議員報酬月額の議員

の議員報酬月額を超える額及びその超える額に

１００分の４５を乗じて得た額の合計額に支給

基準率を乗じて得た額に、前項の在職期間の区

分に応じて、その割合を乗じて得た額を加算す

る。 

                    

江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第７号 

江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例 

 江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に

関する条例（昭和３１年１１月江東区条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「委員が」の次に「招集に応じ

たときその他」を加え、「旅行」を「会議等に出席」

に改め、「ときは、」の次に「順路により」を加え、

同条中第３項及び第４項を削り、第５項を第３項

とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区行政委員会の

委員の報酬及び費用弁償に関する条例第５条の

規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の

生じた費用弁償について適用し、同日前に支給

事由の生じた費用弁償については、なお従前の

例による。 

                    

選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第８号 

選挙長等の報酬および費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 

 選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例

（昭和３４年３月江東区条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

 題名中「および」を「及び」に改める。 

 第１条中「および」を「及び」に、「、投票立会

人」を「及び投票立会人」に改める。 

第２条第１項中「別表の」を「別表に」に改め、

同条第２項中「または」を「又は」に改め、同条

に次の１項を加える。 

４ 前３項の規定にかかわらず、江東区選挙管理

委員会が管理する選挙における当選人の更正決

定又は繰上補充に係る選挙会（以下「更正決定
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等選挙会」という。）を開く場合における選挙長

及び選挙立会人の報酬の額は、更正決定等選挙

会ごとに次に掲げるとおりとする。ただし、２

以上の更正決定等選挙会を同日に開く場合にお

いては、１の更正決定等選挙会の選挙長及び選

挙立会人の報酬額を超えることができない。 

(1) 選挙長 ６，０００円 

(2) 選挙立会人 ５，０００円 

 第３条第２項中「前項の」の次に「規定による」

を加える。 

 第４条中「基く報酬および」を「基づく報酬及

び」に改める。 

 別表中「１６，０００円」を「１８，０００円」

に、「１４，０００円」を「１６，０００円」に、

「１３，０００円」を「１５，０００円」に、「１

２，０００円」を「１４，０００円」に改め、同

表備考中「８，０００円」を「９，０００円」に、

「７，０００円」を「８，０００円」に、「６，５

００円」を「７，５００円」に、「６，０００円」

を「７，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の選挙長等の報酬及び

費用弁償に関する条例第２条第４項及び別表の

規定は、この条例の施行の日以後その期日を公

示され又は告示される選挙について適用し、こ

の条例の施行の日の前日までにその期日を公示

され又は告示された選挙については、なお従前

の例による。 

                    

江東区長及び副区長の給料等に関する条例の一

部を改正する条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第９号 

江東区長及び副区長の給料等に関する条例

の一部を改正する条例 

 江東区長及び副区長の給料等に関する条例（昭

和３１年１１月江東区条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項中「、３月に支給する場合におい

ては１００分の２５、６月及び１２月に支給する

場合においては１００分の１７０．５」を「１０

０分の１８３」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

                    

江東区監査委員の給与等に関する条例の一部を

改正する条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１０号 

江東区監査委員の給与等に関する条例の一

部を改正する条例 

江東区監査委員の給与等に関する条例（平成３

年１０月江東区条例第２９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項中「監査委員が」の次に「会議へ

の出席その他」を加え、同条第３項を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区監査委員の給

与等に関する条例第３条の規定は、この条例の

施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償につ

いて適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁

償については、なお従前の例による。 

                    

江東区区民体育館条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１１号 

江東区区民体育館条例の一部を改正する条

例 

江東区区民体育館条例（昭和５０年３月江東区

条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１備考に次のように加える。 

３ 利用者が入場料その他これに類する料金

を徴収して利用する場合の利用料金は、本

表に定める額の１００分の１５０相当額を

上限とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の利用料金は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

行う利用の承認について適用し、施行日前に行

った利用の承認については、なお従前の例によ

る。 

                    

江東区営運動場条例の一部を改正する条例を公
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布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１２号 

江東区営運動場条例の一部を改正する条例 

江東区営運動場条例（昭和４３年７月江東区条

例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第３条の見出しを「（開場時間）」に改め、同条

第１項中「及び夜間利用時間」及び「及び別表第

３」を削り、同条第２項中「及び夜間利用時間」

を削る。 

第９条第２項中「別表第４及び別表第５」を「別

表第３及び別表第４」に改める。 

別表第３を削る。 

別表第４中 
「 野球場 平日 ２時間 ４，２００円 

」 

夜 間 ２

時間 

１１，９００円 

土曜日、

日曜日及

び休日 

２時間 ５，０００円 

夜 間 ２

時間 

１２，９５０円 

庭球場 平日 １時間 １，１００円 

夜 間 １

時間 

２，９００円 

土曜日、

日曜日及

び休日 

１時間 １，８００円 

夜 間 １

時間 

３，６００円 

を 
「 野球場 平日 ２時間 ４，２００円 

」 

土曜日、

日曜日及

び休日 

２時間 ５，０００円 

庭球場 平日 １時間 １，１００円 

土曜日、

日曜日及

び休日 

１時間 １，８００円 

に改め、同表備考中 

「 ２ 野球場の夜間利用における利用料金の

うち、４月１５日から５月３１日までの午

後５時から午後７時までの利用について

は、平日は８，８００円とし、土曜日、日

曜日及び休日は９，６００円とする。 

３ 利用時間には、準備及び原状回復に要す

る時間を含むものとする。 」 

を 

「 ２ 利用時間には、準備及び原状回復に要す

る時間を含むものとする。 

３ 利用者が入場料その他これに類する料

金を徴収して利用する場合の利用料金は、  

 本表に定める額の１００分の１５０相当

額を上限とする。 」 

に改め、同表を別表第３とし、別表第５を別表第

４とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の利用料金は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

行う利用の承認について適用し、施行日前に行

った利用の承認については、なお従前の例によ

る。 
                    

江東区夢の島総合運動場条例の一部を改正する

条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１３号 

江東区夢の島総合運動場条例の一部を改正

する条例 

江東区夢の島総合運動場条例（平成６年３月江

東区条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第３条の見出しを「（開場時間）」に改め、同条

第１項中「及び夜間利用時間」及び「及び別表第

２」を削り、同条第２項中「及び夜間利用時間」

を削る。 

第９条第２項中「別表第３及び別表第４」を「別

表第２及び別表第３」に改める。 

別表第２を削る。 

別表第３中 
「 平日 ２時間 ２，７００円  

 

 

 

 

 

 

」 

夜間２時間 １１，９００円 

土曜日、日曜日

及び休日 

２時間 ３，７００円 

夜間２時間 １２，９５０円 

を 
「 平日 ２時間 ２，７００円 

」 

土曜日、日曜日

及び休日 

２時間 ３，７００円 

に改め、同表備考４を削り、同表備考５中「夢の

島競技場又は夢の島スケートボードパークの」を

削り、同備考５を同表備考４とし、同表中備考６

を備考５とし、備考７を備考６とし、備考８を備

考７とし、備考９を備考８とし、備考１０を備考

９とし、同表を別表第２とし、別表第４を別表第
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３とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の利用料金は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

行う利用の承認について適用し、施行日前に行

った利用の承認については、なお従前の例によ

る。 

                    

江東区営プール条例の一部を改正する条例を公

布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１４号 

江東区営プール条例の一部を改正する条例 

江東区営プール条例（昭和４２年７月江東区条

例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 別表備考に次のように加える。 

３ 利用者が入場料その他これに類する料金

を徴収して利用する場合の利用料金は、本

表に定める額の１００分の１５０相当額を

上限とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の利用料金は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

行う利用の承認について適用し、施行日前に行

った利用の承認については、なお従前の例によ

る。 

                    

江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１５号 

江東区特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６

年１０月江東区条例第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３

号」を「第１９条第３号」に改め、同項第１号中

「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改

め、同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条

第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第

３号」を「同条第３号」に改める。 

 第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条

第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第

２号」を「同条第２号」に改める。 

 第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に改める。 

 第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条

各号」に改める。 

 第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「第１９条第１項

第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号ア(ｲ)

中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同号イ(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を

「第１９条第１号」に改め、同号イ(ｲ)中「第１９

条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２

５条第１項」に改める。 

 第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を

「第１９条第１号」に改める。 

 第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

 第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を

「第１９条第１号」に改め、同条第２項中「第１

９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同

項第２号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項

第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３

項中「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

 第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を

「第１９条第２号」に改め、同条第２項中「第１

９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同

項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項

第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３

項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１

号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第

２号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に改め

る。 

 第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９

条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改める。 

 第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を

「第１９条第１号」に改め、同条第２項中「第１

９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

め、同条第３項中「第１９条第１項第３号」を「第
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１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に改める。 

 第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を

「第１９条第２号」に改め、同条第２項中「第１

９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同

項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項

第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３

項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２

号」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。

ただし、第２６条の改正規定は、公布の日から施

行する。 

                    

江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を公布

する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１６号 

江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年１０月江東区条

例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「次条第１項」の次に「、第７

条の３第２項」を加える。 

 第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児

の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等

ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全

点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外で

の活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等で

の生活その他の日常生活における安全に関する

指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事

業所等における安全に関する事項についての計

画（以下「安全計画」という。）を策定し、当該

安全計画に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計

画について周知するとともに、前項の研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の

確保に関して保護者との連携が図られるよう、

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等

について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の

見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を

行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児

の事業所外での活動、取組等のための移動その

他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行す

るときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、

点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握す

ることができる方法により、利用乳幼児の所在

を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を

目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の

座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前

向きの座席以外の座席を有しないものその他利

用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児

の見落としのおそれが少ないと認められるもの

を除く。）を日常的に運行するときは、当該自動

車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落と

しを防止する装置を備え、これを用いて前項に

定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限

る。）を行わなければならない。 

 第１０条中「ときは」の次に「、その行う保育

に支障がない場合に限り」を加え、同条ただし書

を削る。 

 第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

 第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、

職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん

延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

ただし、第１３条の改正規定は、公布の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

第７条の３第２項の規定の適用については、家

庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を

目的とした自動車を日常的に運行する場合であ

って、当該自動車に同項に規定するブザーその

他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装

置（以下「ブザー等」という。）を備えること及

びこれを用いることにつき困難な事情があると
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きは、令和６年３月３１日までの間、当該自動

車にブザー等を備えないことができる。この場

合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自

動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、

ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼

児の所在の確認を行わなければならない。 

                    

江東区保育所条例の一部を改正する条例を公布

する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１７号 

江東区保育所条例の一部を改正する条例 

 江東区保育所条例（昭和３６年３月江東区条例

第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「江東区辰巳第二保育園  東京都江東区辰巳一

丁目１０番６５‐１０１号」 

を 

「江東区辰巳第二保育園  東京都江東区辰巳一

丁目２番４号      」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

                    

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１８号 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例 

（江東区こども発達センター条例の一部改正） 

第１条 江東区こども発達センター条例（平成５

年３月江東区条例第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第９条第１号中「厚生労働大臣」を「内閣総

理大臣」に改める。 

（江東区障害者福祉センター条例の一部改正） 

第２条 江東区障害者福祉センター条例（昭和５

７年１０月江東区条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１２条第１項第１号中「厚生労働大臣」を

「主務大臣」に改める。 

（江東区障害者通所支援施設条例の一部改正） 

第３条 江東区障害者通所支援施設条例（平成２

年３月江東区条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

  第８条第１項第１号中「厚生労働大臣」を「主

務大臣」に改める。 

（江東区リバーハウス東砂条例の一部改正） 

第４条 江東区リバーハウス東砂条例（平成８年

１２月江東区条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第８条第１項第１号中「厚生労働大臣」を「主

務大臣」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

                    

江東区老朽空家等対策審議会条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第１９号 

江東区老朽空家等対策審議会条例 

（設置） 

第１条 老朽建築物及び空家等対策の推進に関す

る特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以

下「法」という。）第２条第１項に規定する空

家等（以下「老朽空家等」という。）に関する

施策について必要な事項を調査審議するため、

区長の附属機関として、江東区老朽空家等対策

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げ

る事項について調査審議し、答申する。 

(1) 老朽空家等の対策に関する計画の作成及び

変更並びに実施に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、老朽空家等に関

する施策の実施に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区

長が委嘱する委員１２人以内をもって組織する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 前２号に掲げる者のほか、区長が必要と認

める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の

互選により選任する。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

とき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなけ

れば、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 審議会は、調査審議のため必要があると

認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又

は他の方法で意見を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、

又は不当な目的に利用してはならない。その職

を退いた後もまた同様とする。 

（専門部会） 

第９条 審議会は、効率的な調査審議を図るため、

専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の部会長及び委員は、審議会の委員

のうちから会長が指名する。 

（庶務） 

第１０条 審議会及び専門部会の庶務は、都市整

備部建築調整課において処理する。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

                    

江東区私道整備助成条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２０号 

江東区私道整備助成条例の一部を改正する

条例 

 江東区私道整備助成条例（昭和４２年１２月江

東区条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「６００万円」を「１，０００

万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区私道整備助成

条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後の申請に係るものについて

適用し、施行日前の申請に係るものについては、

なお従前の例による。 

                    

江東区立児童遊園条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２１号 

江東区立児童遊園条例の一部を改正する条

例 

 江東区立児童遊園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表同万年橋児童遊園の項を次のように改める。 
同  万年橋児童遊

園 

同  清澄一丁目８番１号 

同  清澄二丁目１４番９

号 

同  常盤一丁目２番７号 

同  常盤一丁目１８番１

号 

 別表同猿江橋児童遊園の項を次のように改める。 
同  猿江橋児童遊

園 

同  森下五丁目１２番１

３号 

同  森下五丁目１３番１

号 

同  猿江一丁目１番２号 

同  猿江一丁目１５番９

号 

 別表同清水橋児童遊園の項を次のように改める。 

同  清水橋児童遊

園 

同  毛利二丁目１１番１

号 

同  毛利二丁目１３番４

３号 

 別表同松島橋児童遊園の項を次のように改める。 

同  松島橋児童

遊園 

同  南砂一丁目２１番１

２号 

同  南砂一丁目２２番１

号 

同  南砂二丁目３２番９

号 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２２号 
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江東区放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２６年１０月江

東区条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用

者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育

成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業

所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する

事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童

健全育成事業所での生活その他の日常生活にお

ける安全に関する指導、職員の研修及び訓練そ

の他放課後児童健全育成事業所における安全に

関する事項についての計画（以下「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、

安全計画について周知するとともに、前項の研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全

の確保に関して保護者との連携が図られるよう、

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等

について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全

計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の

変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用

者の事業所外での活動、取組等のための移動そ

の他の利用者の移動のために自動車を運行する

ときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼そ

の他の利用者の所在を確実に把握することがで

きる方法により、利用者の所在を確認しなけれ

ばならない。 

 第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又

は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５

２条の２２第１項の中核市の長」を加え、同項第

４号中「学校教育法の規定により、幼稚園、小学

校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭と

なる資格」を「教育職員免許法（昭和２４年法律

第１４７号）第４条に規定する免許状」に改め、

同項第５号中「した者」の次に「（当該学科又は当

該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前

期課程を修了した者を含む。）」を加え、同項に次

の１号を加える。 

(10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事し

た者であって、区長が適当と認めたもの 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放

課後児童健全育成事業所ごとに、感染症及び非

常災害の発生時において、利用者に対する支援

の提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、

業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めな

ければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務

継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、

職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん

延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日

までの間、この条例による改正後の江東区放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例第６条の２の規定の適用につい

ては、同条第１項中「講じなければ」とあるの

は「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項

中「実施しなければ」とあるのは「実施するよ

う努めなければ」と、同条第３項中「周知しな

ければ」とあるのは「周知するよう努めなけれ

ば」とする。 

                    

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２３号 

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一
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部を改正する条例 

 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例（平成１４年３

月江東区条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

 別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中

「７，０５９円」を「７，１９４円」に、「８，７

３０円」を「８，８２０円」に、「１１，４４８円」

を「１１，４８１円」に改め、同表学校薬剤師の

補償基礎額の項中「６，１３５円」を「６，２４

０円」に、「７，２１５円」を「７，２６０円」に、

「８，９３７円」を「８，９４３円」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、令和４年４月１日（以

下「適用日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべ

き事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に

支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補

償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間に

ついて支給すべきものの補償基礎額について適

用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその

他の公務災害補償の補償基礎額については、な

お従前の例による。 

                    

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２４号 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

 江東区事務手数料条例（昭和３３年３月江東区

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第６中８５の項を８８の項とし、７１の項

から８４の項までを３項ずつ繰り下げ、同表７０

の項中「に基づく一敷地内認定建築物又は一敷地

内許可建築物以外の建築物の建築」を「に基づく

建築物の新築又は増築等」に、「一敷地内認定建築

物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築に

関する特例許可」を「公告対象区域内の建築物の

新築又は増築等に関する特例許可」に改め、「（一

敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。

以下この項において同じ。）」を削り、同項を同表

７３の項とし、同表６９の項中「一敷地内認定建

築物以外の建築物の建築の」を「建築物の新築又

は増築等の」に、「一敷地内認定建築物以外の建築

物の建築認定」を「公告対象区域内の建築物の新

築又は増築等の認定」に改め、「（一敷地内認定建

築物を除く。以下この項において同じ。）」を削り、

同項を同表７２の項とし、同表６８の項を同表７

１の項とし、同表６７の項中「建築される」を「お

いて建築等をする」に改め、同項を同表７０の項

とし、同表６６の項を同表６９の項とし、同表６

５の項中「建築される」を「おいて建築等をする」

に改め、同項を同表６８の項とし、同表中６４の

項を６７の項とし、４３の項から６３の項までを

３項ずつ繰り下げ、４２の項を４４の項とし、同

項の次に次のように加える。 
４５  建築基

準法第５８

条第２項の

規定に基づ

く建築物の

高さに関す

る特例の許

可の申請に 

高 度 地 区

に お け る

建 築 物 の

高 さ の 特

例 許 可 申

請手数料 

１件につ

き １６

０，００

０円 

許 可

申 請

の と

き 

対する審査    

 別表第６中４１の項を４３の項とし、同表４０

の項中「第５５条第３項各号」を「第５５条第４

項各号」に改め、同項を同表４２の項とし、同表

中３９の項を４０の項とし、同項の次に次のよう

に加える。 
４１ 建築基

準法第５５

条第３項の

規定に基づ

く建築物の

高さに関す

る特例の許

可の申請に

対する審査 

建築物の高

さの特例許

可申請手数

料 

１件につ

き １６

０，００

０円 

許 可

申 請

の と

き 

 別表第６中３８の項を３９の項とし、３５の項

から３７の項までを１項ずつ繰り下げ、３４の項

の次に次のように加える。 
３５ 建築基

準法第５２

条第６項第

３号の規定

に基づく建

築物の容積

率に関する

特例の認定

の申請に対

する審査 

建築物の容

積率の特例

認定申請手

数料 

１件につ

き ２

８，００

０円 

認 定

申 請

の と

き 
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別表第７の１の部(1)の款イの項中  
「 (ｱ) 住戸ごとの申請の場合 申請戸数が１戸のもの ４，７００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請

する戸数が２戸以上５戸以下のも

の 

９，４００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請

する戸数が６戸以上１０戸以下の

もの 

１６，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請

する戸数が１１戸以上２５戸以下

のもの 

２７，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請

する戸数が２６戸以上５０戸以下

のもの 

４５，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請

する戸数が５１戸以上１００戸以

下のもの 

８２，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請

する戸数が１０１戸以上２００戸

以下のもの 

１３１，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請

する戸数が２０１戸以上３００戸

以下のもの 

１７０，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請

する戸数が３０１戸以上のもの 

１８５，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を削り、 
「 (ｲ) 一の

建築物

の申請

の場合 

ⅰ  住戸の部

分（人の居住

の用途に供

する部分に

限る。以下同

じ。） 

建築物の総戸数が１戸のもの ４，７００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

９，４００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

１６，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの 

２７，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

４５，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

８２，０００円 

  建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

１３１，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

１７０，０００円 

  建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

１８５，０００円 

ii  共用廊下

等の部分（住

宅の用途に

供する共用

廊下、共用階

段その他共

用部分をい

う。以下同

じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００ ８０，０００円 
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０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

１２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

１６０，０００円 

  当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

２００，０００円 

ⅲ  非住宅の

部分（住戸の

部分、共用廊

下等の部分

以外の部分

をいう。以下

同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの３００平方メ

ートル以内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

８０，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

１２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

１６０，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

２００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 (ｱ) 住戸の部分（人の居住の

用途に供する部分に限る。

以下同じ。） 

建築物の総戸数が１戸のもの ４，７００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

９，４００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

１６，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの 

２７，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

４５，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

８２，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

１３１，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

１７０，０００円 

建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

１８５，０００円 

(ｲ) 共用部分（住宅の用途に

供する共用廊下、共用階段

その他共用部分をいう。以

下同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

１６，０００円 
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メートル以内のもの 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

８０，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

１２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

１６０，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

２００，０００円 

(ｳ) 非住宅の部分（住戸の

部分及び共用部分以外の

部分をいう。以下同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

８０，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

１２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

１６０，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

２００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の款アの項中 
「 ア 一戸建て住宅 ３５，０００円 

 

」 

を  
「 ア 一戸建て住宅 誘導仕様基準（住宅部分の外壁、窓

等を通しての熱の損失の防止に関す

る誘導基準及び一次エネルギー消費

量に関する誘導基準（令和４年国土

交通省告示第１１０６号）をいう。

以下同じ。）による場合 

２１，０００円 

誘導仕様基準以外による場合 ３５，０００円 
 

 

」 

に改め、同款イの項中 
「 (ｱ) 住戸ごとの申請の場合 申請戸数が１戸のもの ３５，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２戸以上５戸以下のもの 

６９，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が６戸以上１０戸以下のもの 

９７，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１１戸以上２５戸以下のも

１３７，０００円 
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の 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２６戸以上５０戸以下のも

の 

１９７，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が５１戸以上１００戸以下の

もの 

２８３，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１０１戸以上２００戸以下

のもの 

３８５，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２０１戸以上３００戸以下

のもの 

５０８，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が３０１戸以上のもの 

６００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を削り、 
「 (ｲ) 一の

建築物

の申請

の場合 

ⅰ 住戸の部分 建築物の総戸数が１戸のもの ３５，０００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

６９，０００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

９７，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの 

１３７，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

１９７，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

２８３，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

３８５，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

５０８，０００円 

建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

６００，０００円 

ⅱ 共用廊下等

の部分 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

１０９，０００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１３８，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

１８０，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

２８０，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

３５９，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

４２９，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

５００，０００円 
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ⅲ 非住宅の部

分 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

２４２，０００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

３００，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

３８４，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

５４６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

６７０，０００円 

  当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

７８９，０００円 

  当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

９００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 (ｱ) 住戸

の部分 

誘導仕様基準に

よる場合 

建築物の総戸数が１戸のもの ２１，０００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

３９，０００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

５６，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの 

８０，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

１２０，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

１８２，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

２６１，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

３４０，０００円 

建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

３９０，０００円 

誘導仕様基準以

外による場合 

建築物の総戸数が１戸のもの ３５，０００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

６９，０００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

９７，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの 

１３７，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

１９７，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

２８３，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

３８５，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

５０８，０００円 
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建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

６００，０００円 

(ｲ) 共用部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

１０９，０００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１３８，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

１８０，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

２８０，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

３５９，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

４２９，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

５００，０００円 

(ｳ) 非住宅の部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

２４２，０００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

３００，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

３８４，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

５４６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

６７０，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

７８９，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

９００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同表２の部(1)の款イの項中 
「 (ｱ) 住戸ごとの申請の場合 申請戸数が１戸のもの ３，３００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２戸以上５戸以下のもの 

６，６００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が６戸以上１０戸以下のもの 

１１，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１１戸以上２５戸以下のも

の 

１９，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２６戸以上５０戸以下のも

の 

３２，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す ５８，０００円 
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る戸数が５１戸以上１００戸以下の

もの 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１０１戸以上２００戸以下

のもの 

９３，０００円 

 一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２０１戸以上３００戸以下

のもの 

１２２，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が３０１戸以上のもの 

１３４，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を削り、 
「 (ｲ) 一の

建築物

の申請

の場合 

ⅰ 住戸の部分 建築物の総戸数が１戸のもの ３，３００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

６，６００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

１１，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの 

１９，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

３２，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

５８，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

９３，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

１２２，０００円 

建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

１３４，０００円 

ii 共用廊下等

の部分 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

６，５００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１１，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

１８，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

５６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

８８，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

１１２，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

１４０，０００円 

ⅲ 非住宅の部

分 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

６，５００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１１，０００円 
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  当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

１８，０００円 

  当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

５６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

８８，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

１１２，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

１４０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 (ｱ) 住戸の部分 建築物の総戸数が１戸のもの ３，３００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以

下のもの 

６，６００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸

以下のもの 

１１，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５

戸以下のもの 

１９，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０

戸以下のもの 

３２，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１０

０戸以下のもの 

５８，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２

００戸以下のもの 

９３，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３

００戸以下のもの 

１２２，０００円 

建築物の総戸数が３０１戸以上の

もの 

１３４，０００円 

(ｲ) 共用部分 当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以内のもの 

６，５００円 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの 

１１，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

１８，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

５６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

８８，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

１１２，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

１４０，０００円 

(ｳ) 非住宅の部分 当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以内のもの 

６，５００円 
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当該部分の床面積の合計が３００

平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの 

１１，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

１８，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

５６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

８８，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

１１２，０００円 

 当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

１４０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の款アの項中 
「 ア 一戸建て住宅 １８，０００円 

 

」 

を 
「 ア 一戸建て住宅 誘導仕様基準による場合 １５，０００円 

誘導仕様基準以外による場合 １８，０００円 
 

」 

に改め、同款イの項中 
「 (ｱ) 住戸ごとの申請の場合 申請戸数が１戸のもの １８，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２戸以上５戸以下のもの 

３７，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が６戸以上１０戸以下のもの 

５２，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１１戸以上２５戸以下のも

の 

７４，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２６戸以上５０戸以下のも

の 

１０８，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が５１戸以上１００戸以下の

もの 

１５９，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１０１戸以上２００戸以下

のもの 

２２１，０００円 

 一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２０１戸以上３００戸以下

のもの 

２９１，０００円 

一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が３０１戸以上のもの 

３４２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を削り、 
「 (ｲ) 一の

建築物

の申請

の場合 

ⅰ 住戸の部分 建築物の総戸数が１戸のもの １８，０００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

３７，０００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

５２，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸 ７４，０００円 
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以下のもの 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

１０８，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

１５９，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

２２１，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

２９１，０００円 

建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

３４２，０００円 

 ii 共用廊下等

の部分 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

５７，０００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

７２，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

９６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

１５６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

２０５，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

２４７，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

２９０，０００円 

ⅲ 非住宅の部

分 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

１２３，０００円 

  当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１５４，０００円 

  当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

１９８，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

２９０，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

３６１，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

４２７，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

４９１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 (ｱ) 住戸

の部分 

誘導仕様基準に

よる場合 

建築物の総戸数が１戸のもの １５，０００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

２７，０００円 
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建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

４０，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの 

５６，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

８５，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

１２８，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

１８４，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

２４１，０００円 

建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

２７８，０００円 

誘導仕様基準以

外による場合 

建築物の総戸数が１戸のもの １８，０００円 

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの 

３７，０００円 

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの 

５２，０００円 

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの 

７４，０００円 

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの 

１０８，０００円 

建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの 

１５９，０００円 

建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの 

２２１，０００円 

建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの 

２９１，０００円 

  建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の 

３４２，０００円 

(ｲ) 共用部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

５７，０００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

７２，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

９６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

１５６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

２０５，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

２４７，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

２９０，０００円 

(ｳ) 非住宅の部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

１２３，０００円 
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当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え、１，０００平方

メートル以内のもの 

１５４，０００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートルを超え、２，０００

平方メートル以内のもの 

１９８，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの 

２９０，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え、１０，００

０平方メートル以内のもの 

３６１，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え、２５，０

００平方メートル以内のもの 

４２７，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの 

４９１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同表備考を削る。 

 別表第８の３の部(1)の款イの項中 

 

 

「 (ｱ) 住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

９，７００円 

当該住戸の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

２１，０００円 

当該住戸の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

４６，０００円 

当該住戸の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

８１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を削り、 
「 (ｲ) 一の

建築物

の申請

の場合 

ⅰ  住宅部分

（建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第１

１条第１項

に規定する

住宅部分を

いう。以下こ

の表におい

て同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

９，７００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

２１，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

４６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

８１，０００円 

 ii 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

９，７００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１６，７００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

２７，１００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

８０，４００円 
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当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

１２８，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

１６１，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上のもの 

２０１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 (ｱ) 住宅部分（建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に

関する法律第１１条第１

項に規定する住宅部分を

いう。以下この表において

同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

９，７００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

２１，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

４６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

８１，０００円 

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

９，７００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１６，７００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

２７，１００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

８０，４００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

１２８，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

１６１，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上のもの 

２０１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同部(2)の款アの項中 
「 ア 一戸建て住宅 当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

３４，４００円 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

３８，４００円 

 

 

 

 

」 

を 
「 ア 一戸

建て住

宅 

誘導仕様基準に

よる場合 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

２０，０００円 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

２２，０００円 

誘導仕様基準以

外による場合 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

３４，４００円 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

３８，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

」  
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に改め、同款イの項中 
「 (ｱ) 住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

６９，１００円 

 当該住戸の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１１６，０００円 

当該住戸の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１９６，０００円 

当該住戸の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

２８１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を削り、 
「 (ｲ) 一の

建築物

の申請

の場合 

ⅰ 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

６９，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

１１６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

１９６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

２８１，０００円 

ⅱ 

 

非

住

宅

部

分 

モ デ ル 建

物法（一次

エ ネ ル ギ

ー 消 費 量

の 算 出 に

用 い る べ

き 標 準 的

な 建 築 物

及 び 省 令

第 １ ０ 条

第 １ 号 イ

(1)の屋内

周 囲 空 間

の 年 間 熱

負荷（以下

こ の 表 に

おいて「屋

内 周 囲 空

間 の 年 間

熱負荷」と

いう。）の

算 出 に 用

い る べ き

も の と し

て 国 土 交

通 大 臣 が

定 め る 建

築 物 を 用

い て 評 価

す る 方 法

をいう。４

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

８７，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１１０，７００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１４５，７００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

２３５，７００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

３０９，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

３７１，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上のもの 

４３５，０００円 
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の 項 に お

い て 同

じ。）によ

る場合 

標 準 入 力

法等（実際

の 設 計 仕

様 の 条 件

を 基 に 算

定 し た 一

次 エ ネ ル

ギ ー 消 費

量 及 び 屋

内 周 囲 空

間 の 年 間

熱 負 荷 を

用 い て 評

価 す る 方

法をいう。

４ の 項 に

お い て 同

じ。）によ

る場合 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

２２７，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のもの 

２８４，４００円 

  当該部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

３６７，１００円 

  当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

５２３，７００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

６４６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

７６３，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上のもの 

８７１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 (ｱ) 住宅

部分 

誘導仕様基準に

よる場合 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

３８，０００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

６６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

１１８，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

１７９，０００円 

誘導仕様基準以

外による場合 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

６９，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

１１６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

１９６，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

２８１，０００円 

(ｲ) 非住

宅部分 

モ デ ル 建 物 法

（一次エネルギ

ー消費量の算出

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

８７，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００平 １１０，７００円 
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に用いるべき標

準的な建築物及

び省令第１０条

第１号イ (1)の

屋内周囲空間の

年間熱負荷（以

下この表におい

て「屋内周囲空

間 の 年 間 熱 負

荷」という。）の

算出に用いるべ

きものとして国

土交通大臣が定

める建築物を用

いて評価する方

法をいう。４の

項 に お い て 同

じ。）による場合 

方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のもの 

当該部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１４５，７００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

２３５，７００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

３０９，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

３７１，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上のもの 

４３５，０００円 

標 準 入 力 法 等

（実際の設計仕

様の条件を基に

算定した一次エ

ネルギー消費量

及び屋内周囲空

間の年間熱負荷

を用いて評価す

る方法をいう。

４の項において

同じ。）による場

合 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

２２７，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のもの 

２８４，４００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

３６７，１００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

５２３，７００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

６４６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

７６３，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上のもの 

８７１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同表４の部(1)の款イの項中 
「 (ｱ) 住戸ごとの申請の場

合 

当該住戸の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

６，９００円 

当該住戸の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

１５，０００円 

当該住戸の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

３２，０００円 

当該住戸の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

５７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を削り、 
「 (ｲ) 一の

建築物

の申請

の場合 

i 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

６，９００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

１５，０００円 

 

 

 

 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

34 

ル未満のもの 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

３２，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

５７，０００円 

ii 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

６，９００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１１，８００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１９，１００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

５６，４００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

９０，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

１１３，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上のもの 

１４１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 (ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

６，９００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のもの 

１５，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

３２，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

５７，０００円 

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

６，９００円 

当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のもの 

１１，８００円 

当該部分の床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１９，１００円 

当該部分の床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの 

５６，４００円 

当該部分の床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの 

９０，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの 

１１３，０００円 
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当該部分の床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上のもの 

１４１，０００円 

 

 

」 

に改め、同部(2)の款アの項中 
「 ア 一戸建て住宅 当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

２４，２００円 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

２７，０００円 

 

 

 

 

」 

を 
「 ア  一戸

建 て 住

宅 

誘導仕様基準に

よる場合 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

１４，０００円 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

１５，０００円 

誘導仕様基準以

外による場合 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

２４，２００円 

当該住宅の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

２７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

」  

に改め、同款イの項中 
「 (ｱ) 住戸ごとの申請の場合 当該住戸の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

４８，５００円 

当該住戸の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

８１，０００円 

当該住戸の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

１３８，０００円 

当該住戸の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上のもの 

１９７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を削り、 
「 (ｲ) 一の

建築物

の申請

の場合 

ⅰ 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

４８，５００円 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

８１，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１３８，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

１９７，０００円 

ii  

 

非

住

宅

部

分 

モデル建物

法による場

合 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

６１，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

７７，６００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１０２，１００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１６５，１００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

２１６，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０ ２６０，０００円 
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００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

３０５，０００円 

標準入力法

等による場

合 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

１５９，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

１９９，２００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

２５７，１００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

３６６，７００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

４５３，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

５３５，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

６１０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 (ｱ) 住宅

部分 

誘導仕様基準によ

る場合 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

２６，０００円 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

４６，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

８３，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

１２５，０００円 

 誘導仕様基準以外

による場合 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

４８，５００円 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

８１，０００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１３８，０００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

１９７，０００円 

(ｲ) 非住

宅部分 

モデル建物法によ

る場合 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

６１，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

７７，６００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１０２，１００円 
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当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１６５，１００円 

  当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

２１６，０００円 

  当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

２６０，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

３０５，０００円 

標準入力法等によ

る場合 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

１５９，１００円 

当該部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの 

１９９，２００円 

当該部分の床面積の合計が１，００

０平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

２５７，１００円 

当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

３６６，７００円 

当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

４５３，０００円 

当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

５３５，０００円 

当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

６１０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同表５の部(2)の款アの項中「(ｱ) 性能

基準（省令第１条第１項第２号イ(1)(i)」を「性

能基準（省令第１条第１項第２号イ(1)」に、「(ｲ) 

モデル住宅法（省令第１条第１項第２号イ(2)(i)」

を「モデル住宅法（省令第１条第１項第２号イ(2)」

に、「(ｳ) 仕様基準」を「仕様基準」に改め、「同

じ。）」の次に「又は誘導仕様基準」を加え、同款

イの項中「ⅰ 性能基準（省令第１条第１項第２

号イ(1)(i)若しくは(ii)及び同号ロ(1)又は同項

第３号に定める基準をいう」を「性能基準（省令

第１条第１項第２号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項

第３号に定める基準をいう。以下この表において

同じ」に、「ii フロア入力法（省令第１条第１項

第２号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)に定める基準をい

う」を「フロア入力法（省令第１条第１項第２号

イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。以下こ

の表において同じ」に、「ⅲ 仕様基準」を「仕様

基準又は誘導仕様基準」に、「ⅰ モデル建物法」

を「モデル建物法」に、「ⅱ 標準入力法等」を「標

準入力法等」に改める。 

別表第８備考１中「５の部(2)の款イの項(ｲ)の

ⅱ」を「５の部(2)の款イの項(ｲ)」に改め、同表

備考２中「３の部(2)の款イの項(ｲ)のⅱ」を「３

の部(2)の款イの項(ｲ)」に、「４の部(2)の款イの

項(ｲ)のⅱ」を「４の部(2)の款イの項(ｲ)」に改め、

同表備考１１から備考１３までを削り、同表備考

１４中「向上計画認定申請手数料等」の次に「（誘

導仕様基準以外による場合に限る。）」を加え、「一

の建築物の」を削り、同備考１４を同表備考１１

とし、同表備考１５中「建築物エネルギー消費性

能基準に適合している旨の認定申請手数料（仕様

基準による場合に限る。）」を「向上計画認定申請

手数料等（誘導仕様基準による場合に限る。）又は

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨

の認定申請手数料（仕様基準又は誘導仕様基準に

よる場合に限る。）」に改め、「一の建築物の」を削

り、同備考１５を同表備考１２とし、同表備考１

６を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

別表第６の改正規定は、令和５年４月１日から
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施行する。 

（経過措置） 

２ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

の一部を改正する省令（令和４年国土交通省令

第６８号）の施行の際、現に都市の低炭素化の

促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）

第５４条第１項の認定を受けている又は同法第

５３条第１項の規定による認定の申請がなされ

ている低炭素建築物新築等計画の同法第５５条

第１項の規定による変更の認定の申請について

は、この条例による改正前の江東区事務手数料

条例別表第７の２の部の規定は、なおその効力

を有する。 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行規則の一部を改正する省令（令和４年

国土交通省令第６７号）の施行の際、現に建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成２７年法律第５３号）第３５条第１項の

認定を受けている又は同法第３４条第１項の規

定による認定の申請がなされている建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の同法第３６条第１項

の規定による変更の認定の申請については、こ

の条例による改正前の江東区事務手数料条例別

表第８の４の部の規定は、なおその効力を有す

る。 

                    

江東区議会の個人情報の保護に関する条例を公

布する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２５号 

江東区議会の個人情報の保護に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 個人情報等の取扱い（第４条―第１６

条） 

第３章 個人情報ファイル（第１７条） 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示（第１８条―第３０条） 

第２節 訂正（第３１条―第３７条） 

第３節 利用停止（第３８条―第４３条） 

第４節 審査請求（第４４条―第４６条） 

第５章 雑則（第４７条―第５２条） 

第６章 罰則（第５３条―第５７条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、江東区議会（以下「議会」

という。）における個人情報の適正な取扱いに関

し必要な事項を定めるとともに、議会が保有す

る個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める

個人の権利を明らかにすることにより、議会の

事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の

権利利益を保護することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「個人情報」とは、生

存する個人に関する情報であって、次の各号の

いずれかに該当するものをいう。 

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方

式をいう。次項第２号において同じ。）で作ら

れる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若

しくは記録され、又は音声、動作その他の方

法を用いて表された一切の事項（個人識別符

号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定

の個人を識別することができるもの（他の情

報と容易に照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることとな

るものを含む。） 

(2) 個人識別符号が含まれるもの 

２ この条例において「個人識別符号」とは、次

の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号

その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。 

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算

機の用に供するために変換した文字、番号、

記号その他の符号であって、当該特定の個人

を識別することができるもの 

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人

に販売される商品の購入に関し割り当てられ、

又は個人に発行されるカードその他の書類に

記載され、若しくは電磁的方式により記録さ

れた文字、番号、記号その他の符号であって、

その利用者若しくは購入者又は発行を受ける

者ごとに異なるものとなるように割り当てら

れ、又は記載され、若しくは記録されること

により、特定の利用者若しくは購入者又は発

行を受ける者を識別することができるもの 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の

経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に

対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要するもの

として議長が定める記述等が含まれる個人情報

をいう。 
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４ この条例において「保有個人情報」とは、議

会の事務局の職員（以下この章から第３章まで

及び第６章において「職員」という。）が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、職員

が組織的に利用するものとして、議会が保有し

ているものをいう。ただし、江東区情報公開条

例（平成１３年３月江東区条例第３号。以下「情

報公開条例」という。）第２条第２項に規定する

公文書（以下「公文書」という。）に記録されて

いるものに限る。 

５ この条例において「個人情報ファイル」とは、

保有個人情報を含む情報の集合物であって、次

に掲げるものをいう。 

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の

保有個人情報を電子計算機を用いて検索する

ことができるように体系的に構成したもの 

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目

的を達成するために氏名、生年月日、その他

の記述等により特定の保有個人情報を容易に

検索することができるように体系的に構成し

たもの 

６ この条例において個人情報について「本人」

とは、個人情報によって識別される特定の個人

をいう。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次

の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各

号に定める措置を講じて他の情報と照合しない

限り特定の個人を識別することができないよう

に個人情報を加工して得られる個人に関する情

報をいう。 

(1) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除するこ

と（当該一部の記述等を復元することのでき

る規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

(2) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除

すること（当該個人識別符号を復元すること

のできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次

の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各

号に定める措置を講じて特定の個人を識別する

ことができないように個人情報を加工して得ら

れる個人に関する情報であって、当該個人情報

を復元することができないようにしたものをい

う。 

(1) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除するこ

と（当該一部の記述等を復元することのでき

る規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

(2) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除

すること（当該個人識別符号を復元すること

のできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、生

存する個人に関する情報であって、個人情報、

仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該

当しないものをいう。 

１０ この条例において「特定個人情報」とは、

行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「番号利用法」という。）第２条第

８項に規定する特定個人情報をいう。 

１１ この条例において「保有特定個人情報」と

は、職員が職務上作成し、又は取得した特定個

人情報であって、職員が組織的に利用するもの

として、議会が保有しているものをいう。ただ

し、公文書に記録されているものに限る。 

１２ この条例において「独立行政法人等」とは、

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３

号）第２条第１項に規定する独立行政法人及び

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号。以下「法」という。）別表第１に掲げ

る法人をいう。 

１３ この条例において「地方独立行政法人」と

は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１

１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政

法人をいう。 

（議会の責務） 

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な

取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるも

のとする。 

第２章 個人情報等の取扱い 

（個人情報の保有の制限等） 

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たって

は、法令（条例を含む。第１２条第２項第２号

及び第３号並びに第４章において同じ。）の規定

によりその権限に属する事務を遂行するため必

要な場合に限り、かつ、その利用の目的をでき

る限り特定しなければならない。 

２ 議会は、前項の規定により特定された利用の

目的（以下「利用目的」という。）の達成に必要

な範囲を超えて、個人情報を保有してはならな
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い。 

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更

前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的

に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的の明示） 

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録

を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取

得するときは、次に掲げる場合を除き、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけ

ればならない。 

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊

急に必要があるとき。 

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本

人又は第三者の生命、身体、財産その他の権

利利益を害するおそれがあるとき。 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、国

の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであ

ると認められるとき。 

（不適正な利用の禁止） 

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、

又は誘発するおそれがある方法により個人情報

を利用してはならない。 

（適正な取得） 

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により個

人情報を取得してはならない。 

（正確性の確保） 

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内

で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致

するよう努めなければならない。 

（安全管理措置） 

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又

は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理

のために必要かつ適切な措置を講じなければな

らない。 

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱い

の委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を

受けた者が受託した業務を行う場合における個

人情報の取扱いについて準用する。 

（従事者の義務） 

第１０条 個人情報の取扱いに従事する職員若し

くは職員であった者、前条第２項の業務に従事

している者若しくは従事していた者又は議会に

おいて個人情報の取扱いに従事している派遣労

働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年

法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労

働者をいう。以下この条及び第５３条において

同じ。）若しくは従事していた派遣労働者は、そ

の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して

はならない。 

（漏えい等の通知） 

第１１条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、

毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る

事態であって個人の権利利益を害するおそれが

大きいものとしてその定めるものが生じたとき

は、本人に対し、その定めるところにより、当

該事態が生じた旨を通知しなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。 

(1) 本人への通知が困難な場合であって、本人

の権利利益を保護するため必要なこれに代わ

るべき措置をとるとき。 

(2) 当該保有個人情報に第２０条各号に掲げる

情報のいずれかが含まれるとき。 

（利用及び提供の制限） 

第１２条 議会は、法令に基づく場合を除き、利

用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら

利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次

の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自

ら利用し、又は提供することができる。ただし、

保有個人情報を利用目的以外の目的のために自

ら利用し、又は提供することによって、本人又

は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれが

あると認められるときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供す

るとき。 

(2) 議会が法令の規定によりその権限に属する

事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内

部で利用する場合であって、当該保有個人情

報を利用することについて相当の理由がある

とき。 

(3) 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、他の地方公共団体の機関、他の地方公

共団体が設立した地方独立行政法人、法第２

条第８項に規定する行政機関又は独立行政法

人等に保有個人情報を提供する場合において、

保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定

める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供

に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情

報を利用することについて相当の理由がある



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

41 

とき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作

成又は学術研究の目的のために保有個人情報

を提供するとき、本人以外の者に提供するこ

とが明らかに本人の利益になるとき、その他

保有個人情報を提供することについて特別の

理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供

を制限する他の条例の規定の適用を妨げるもの

ではない。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に

必要があると認めるときは、保有個人情報の利

用目的以外の目的のための議会の内部における

利用を議会の事務局の特定の係又は職員に限る

ものとする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号

から第４号まで及び第２９条の規定は適用しな

いものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用

については、これらの規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１２条第１

項 

法令に基づく

場合を除き、利

用目的以外の

目的 

利用目的以外

の目的 

 

自ら利用し、又

は提供しては

ならない 

自ら利用して

はならない 

第１２条第２

項 

自ら利用し、又

は提供する 

自ら利用する 

第１２条第２

項第１号 

本人の同意が

あるとき、又は

本人に提供す

るとき 

人の生命、身体

又は財産の保

護のために必

要がある場合

であって、本人

の同意があり、

又は本人の同

意を得ること

が困難である

とき 

第３８条第１

項第１号 

又は第１２条

第１項及び第

２項の規定に

違反して利用

されていると

き 

第１２条第５

項の規定によ

り読み替えて

適用する同条

第１項及び第

２項（第１号に 

  係る部分に限

る。）の規定に

違反して利用

されていると

き、番号利用法

第２０条の規

定に違反して

収集され、若し

くは保管され

ているとき、又

は番号利用法

第２９条の規

定に違反して

作成された特

定個人情報フ

ァイル（番号利

用法第２条第

９項に規定す

る特定個人情

報ファイルを

いう。）に記録

されていると

き 

第３８条第１

項第２号 

第１２条第１

項及び第２項 

番号利用法第

１９条 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要

求） 

第１３条 議長は、利用目的のために又は前条第

２項第３号若しくは第４号の規定に基づき、保

有個人情報を提供する場合において、必要があ

ると認めるときは、保有個人情報の提供を受け

る者に対し、提供に係る個人情報について、そ

の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な

制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講ず

ることを求めるものとする。 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要

求） 

第１４条 議長は、第三者に個人関連情報を提供

する場合（当該第三者が当該個人関連情報を個

人情報として取得することが想定される場合に

限る。）において、必要があると認めるときは、

当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報に

ついて、その利用の目的若しくは方法の制限そ

の他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止

その他の個人関連情報の適切な管理のために必

要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（仮名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１５条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、

仮名加工情報（個人情報であるものを除く。以

下この条及び第４９条において同じ。）を第三者

（当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者

を除く。）に提供してはならない。 

２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えい

の防止その他仮名加工情報の安全管理のために
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必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たって

は、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情

報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識

別するために、削除情報等（仮名加工情報の作

成に用いられた個人情報から削除された記述等

及び個人識別符号並びに法第４１条第１項の規

定により行われた加工の方法に関する情報をい

う。）を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情

報と照合してはならない。 

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たって

は、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵

便若しくは民間事業者による信書の送達に関す

る法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６

項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者による同条第

２項に規定する信書便により送付し、電報を送

達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって議長が定める

ものをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問

するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡

先その他の情報を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の

取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者が受託した業務を行う場合につ

いて準用する。 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１６条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当

たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名

加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本

人を識別するために、当該個人情報から削除さ

れた記述等若しくは個人識別符号若しくは法第

４３条第１項の規定により行われた加工の方法

に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報

を他の情報と照合してはならない。 

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するた

めに必要なものとして議長が定める基準に従い、

匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置

を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の

取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者が受託した業務を行う場合につ

いて準用する。 

第３章 個人情報ファイル 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第１７条 議長は、その定めるところにより、議

会が保有している個人情報ファイルについて、

それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事

項を記載した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」

という。）を作成し、公表しなければならない。 

(1) 個人情報ファイルの名称 

(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

(3) 個人情報ファイルの利用目的 

(4) 個人情報ファイルに記録される項目（以下

この条において「記録項目」という。）及び本

人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述

等によらないで検索し得る者に限る。次項第

１号カにおいて同じ。）として個人情報ファイ

ルに記録される個人の範囲（次項第２号にお

いて「記録範囲」という。） 

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報

（以下この条において「記録情報」という。）

の収集方法 

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

(7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供す

る場合には、その提供先 

(8) 次条第１項、第３１条第１項又は第３８条

第１項の規定による請求を受理する組織の名

称及び所在地 

(9) 第３１条第１項ただし書又は第３８条第１

項ただし書に該当するときは、その旨 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイル

については、適用しない。 

(1) 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は

職員若しくは職員であった者に係る個人情

報ファイルであって、専らその人事、議員

報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事

項その他これらに準ずる事項を記録するも

の 

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供す

るための個人情報ファイル 

ウ １年以内に消去することとなる記録情報

のみを記録する個人情報ファイル 

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又

は業務上必要な連絡のために利用する記録

情報を記録した個人情報ファイルであって、

送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他

の送付又は連絡に必要な事項のみを記録す

るもの 

オ 職員が学術研究の用に供するためその発

意に基づき作成し、又は取得する個人情報

ファイルであって、記録情報を専ら当該学
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術研究の目的のために利用するもの 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個

人情報ファイル 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイル

に準ずるものとして議長が定める個人情報

ファイル 

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファ

イルに記録されている記録情報の全部又は一

部を記録した個人情報ファイルであって、そ

の利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公

表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるも

のとして議長が定める個人情報ファイル 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項

目の一部若しくは同項第５号若しくは第７号に

掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又

は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲

載することにより、利用目的に係る事務又は事

業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき

は、その記録項目の一部若しくは事項を記載せ

ず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファ

イル簿に掲載しないことができる。 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示 

（開示請求権） 

第１８条 何人も、この条例の定めるところによ

り、議長に対し、議会の保有する自己を本人と

する保有個人情報の開示を請求することができ

る。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人

又は本人の委任による代理人（以下この章にお

いて「代理人」と総称する。）は、本人に代わっ

て前項の規定による開示の請求（以下この章及

び第４８条において「開示請求」という。）をす

ることができる。 

（開示請求の手続） 

第１９条 開示請求は、次に掲げる事項を記載し

た書面（第３項において「開示請求書」という。）

を議長に提出してしなければならない。 

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されて

いる公文書の名称その他の開示請求に係る保

有個人情報を特定するに足りる事項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、

議長が定めるところにより、開示請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第２項の規

定による開示請求にあっては、開示請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示

す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると

認めるときは、開示請求をした者（以下「開示

請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。この場合にお

いて、議長は、開示請求者に対し、補正の参考

となる情報を提供するよう努めなければならな

い。 

（保有個人情報の開示義務） 

第２０条 議長は、開示請求があったときは、開

示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる

情報又は情報公開条例第７条に規定する情報

（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含

まれている場合を除き、開示請求者に対し、当

該保有個人情報を開示しなければならない。 

(1) 開示請求者（第１８条第２項の規定により

代理人が本人に代わって開示請求をする場合

にあっては、当該本人をいう。次号及び第３

号、次条第２項並びに第２７条第１項におい

て同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害す

るおそれがある情報 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により開示請求者以外の特

定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することにより、開示請求者以外

の特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）若しくは個人識別符号が含

まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人

を識別することはできないが、開示すること

により、なお開示請求者以外の個人の権利利

益を害するおそれがあるもの。ただし、次に

掲げる情報を除く。 

ア 法令の規定により又は慣行として開示請

求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、開示することが必要であると認め

られる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法

第２条第４項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役

員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２条に規定する地方公務
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員並びに地方独立行政法人の役員及び職員

をいう。）である場合において、当該情報が

その職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び当

該職務遂行の内容に係る部分 

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、

地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下この号において「法人等」という。）に関

する情報又は開示請求者以外の事業を営む個

人の当該事業に関する情報であって、次に掲

げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため、開示することが必要

であると認められる情報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当

該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条

件で任意に提供されたものであって、法人

等又は個人における通例として開示しない

こととされているものその他の当該条件を

付することが当該情報の性質、当時の状況

等に照らして合理的であると認められるも

の 

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人の内部又は相互間にお

ける審議、検討又は協議に関する情報であっ

て、開示することにより、率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若

しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に

関する情報であって、開示することにより、

次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の

性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 議長が第２４条各項の決定（以下「開示

決定等」という。）をする場合において、犯

罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦

課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

国、独立行政法人等、地方公共団体又は地

方独立行政法人の財産上の利益又は当事者

としての地位を不当に害するおそれ 

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正か

つ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営す

る企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害す

るおそれ 

（部分開示） 

第２１条 議長は、開示請求に係る保有個人情報

に不開示情報が含まれている場合において、不

開示情報に該当する部分を容易に区分して除く

ことができるときは、開示請求者に対し、当該

部分を除いた部分につき開示しなければならな

い。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の

情報（開示請求者以外の特定の個人を識別する

ことができるものに限る。）が含まれている場合

において、当該情報のうち、氏名、生年月日そ

の他の開示請求者以外の特定の個人を識別する

ことができることとなる記述等及び個人識別符

号の部分を除くことにより、開示しても、開示

請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれ

がないと認められるときは、当該部分を除いた

部分は、同号の情報に含まれないものとみなし

て、前項の規定を適用する。 

（裁量的開示） 

第２２条 議長は、開示請求に係る保有個人情報

に不開示情報が含まれている場合であっても、

個人の権利利益を保護するため特に必要がある

と認めるときは、開示請求者に対し、当該保有

個人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第２３条 開示請求に対し、当該開示請求に係る

保有個人情報が存在しているか否かを答えるだ

けで、不開示情報を開示することとなるときは、

議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにし

ないで、当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 

第２４条 議長は、開示請求に係る保有個人情報

の全部又は一部を開示するときは、その旨の決

定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する

保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し

議長が定める事項を書面により通知しなければ

ならない。ただし、第５条第２号又は第３号に

該当する場合における当該利用目的については、
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この限りでない。 

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部

を開示しないとき（前条の規定により開示請求

を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人

情報を保有していないときを含む。）は、開示を

しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その

旨を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第２５条 開示決定等は、開示請求があった日か

ら１４日以内にしなければならない。ただし、

第１９条第３項の規定により補正を求めた場合

にあっては、当該補正に要した日数は、当該期

間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理

上の困難その他正当な理由があるときは、同項

に規定する期間を３０日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において、議長は、開示

請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第２６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく

大量であるため、開示請求があった日から４４

日以内にその全てについて開示決定等をするこ

とにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ

れがある場合には、前条の規定にかかわらず、

議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの

相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、

残りの保有個人情報については相当の期間内に

開示決定等をすれば足りる。この場合において、

議長は、同条第１項に規定する期間内に、開示

請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通

知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等を

する期限 

２ 前条の規定による開示決定等をしなければな

らない期間に、議長及び副議長がともに欠けて

いる期間があるときは、当該期間の日数は、同

条の期間に算入しない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２７条 開示請求に係る保有個人情報に国、独

立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法

人及び開示請求者以外の者（以下この条、第４

５条第２項第３号及び第４６条において「第三

者」という。）に関する情報が含まれているとき

は、議長は、開示決定等をするに当たって、当

該情報に係る第三者に対し、議長が定めるとこ

ろにより、当該第三者に関する情報の内容その

他議長が定める事項を通知して、意見書を提出

する機会を与えることができる。 

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第２４条第１項の決定（以下この章におい

て「開示決定」という。）に先立ち、当該第三者

に対し、議長が定めるところにより、開示請求

に係る当該第三者に関する情報の内容その他議

長が定める事項を書面により通知して、意見書

を提出する機会を与えなければならない。ただ

し、当該第三者の所在が判明しない場合は、こ

の限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を開示しようとする場合であって、当

該第三者に関する情報が第２０条第２号イ又

は同条第３号ただし書に規定する情報に該当

すると認められるとき。 

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を第２２条の規定により開示しようと

するとき。 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の

機会を与えられた第三者が当該第三者に関する

情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提

出した場合において、開示決定をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少な

くとも２週間を置かなければならない。この場

合において、議長は、開示決定後直ちに、当該

意見書（第４５条において「反対意見書」とい

う。）を提出した第三者に対し、開示決定をした

旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面

により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第２８条 保有個人情報の開示は、当該保有個人

情報が、文書又は図画に記録されているときは

閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録

されているときはその種別、情報化の進展状況

等を勘案して議長が定める方法により行う。た

だし、閲覧の方法による保有個人情報の開示に

あっては、議長は、当該保有個人情報が記録さ

れている文書又は図画の保存に支障を生ずるお

それがあると認めるとき、その他正当な理由が

あるときは、その写しにより、これを行うこと

ができる。 

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録につ

いての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に

供しなければならない。 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受け

る者は、議長が定めるところにより、議長に対

し、その求める開示の実施の方法等を申し出な
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ければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第２４条第１項に

規定する通知があった日から３０日以内にしな

ければならない。ただし、当該期間内に当該申

出をすることができないことにつき正当な理由

があるときは、この限りでない。 

（他の法令による開示の実施との調整） 

第２９条 議長は、他の法令の規定により、開示

請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前

条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開

示することとされている場合（開示の期間が定

められている場合にあっては、当該期間内に限

る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該

保有個人情報については、当該同一の方法によ

る開示を行わない。ただし、当該他の法令の規

定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあ

るときは、この限りでない。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧で

あるときは、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧

とみなして、前項の規定を適用する。 

（開示請求に係る手数料） 

第３０条 この条例の規定による保有個人情報の

閲覧については、無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、保有個人情報の開

示を写しの交付により行う場合における当該写

しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者

の負担とする。 

第２節 訂正 

（訂正請求権） 

第３１条 何人も、自己を本人とする保有個人情

報（次に掲げるものに限る。第３８条第１項に

おいて同じ。）の内容が事実でないと思料すると

きは、この条例の定めるところにより、議長に

対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除

を含む。以下この章において同じ。）を請求する

ことができる。ただし、当該保有個人情報の訂

正に関して他の法令の規定により特別の手続が

定められているときは、この限りでない。 

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情

報 

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第

２９条第１項の他の法令の規定により開示を

受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による

訂正の請求（以下この章及び第４８条において

「訂正請求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日

から９０日以内にしなければならない。 

（訂正請求の手続） 

第３２条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載し

た書面（第３項において「訂正請求書」という。）

を議長に提出してしなければならない。 

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受け

た日その他当該保有個人情報を特定するに足

りる事項 

(3) 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、

議長が定めるところにより、訂正請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第２項の規

定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示

す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると

認めるときは、訂正請求をした者（以下この章

において「訂正請求者」という。）に対し、相当

の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。 

（保有個人情報の訂正義務） 

第３３条 議長は、訂正請求があった場合におい

て、当該訂正請求に理由があると認めるときは、

当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の

達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂

正をしなければならない。 

（訂正請求に対する措置） 

第３４条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報

の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正

請求者に対し、その旨を書面により通知しなけ

ればならない。 

２ 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正

をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求

者に対し、その旨を書面により通知しなければ

ならない。 

（訂正決定等の期限） 

第３５条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」

という。）は、訂正請求があった日から３０日以

内にしなければならない。ただし、第３２条第

３項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理

上の困難その他正当な理由があるときは、同項

に規定する期間を３０日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において、議長は、訂正

請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知しなければならない。 
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（訂正決定等の期限の特例） 

第３６条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要

すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、

相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。こ

の場合において、議長は、同条第１項に規定す

る期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事

項を書面により通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 訂正決定等をする期限 

２ 前条の規定による訂正決定等をしなければな

らない期間に、議長及び副議長がともに欠けて

いる期間があるときは、当該期間の日数は、同

条の期間に算入しない。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第３７条 議長は、第３４条第１項の決定に基づ

く保有個人情報の訂正の実施をした場合におい

て、必要があると認めるときは、当該保有個人

情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面

により通知するものとする。 

第３節 利用停止 

（利用停止請求権） 

第３８条 何人も、自己を本人とする保有個人情

報が次の各号のいずれかに該当すると思料する

ときは、この条例の定めるところにより、議長

に対し、当該各号に定める措置を請求すること

ができる。ただし、当該保有個人情報の利用の

停止、消去又は提供の停止（以下この章におい

て「利用停止」という。）に関して他の法令の規

定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。 

(1) 第４条第２項の規定に違反して保有されて

いるとき、第６条の規定に違反して取り扱わ

れているとき、第７条の規定に違反して取得

されたものであるとき、又は第１２条第１項

及び第２項の規定に違反して利用されている

とき 当該保有個人情報の利用の停止又は消

去 

(2) 第１２条第１項及び第２項の規定に違反し

て提供されているとき 当該保有個人情報の

提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による

利用停止の請求（以下この章及び第４８条にお

いて「利用停止請求」という。）をすることがで

きる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受け

た日から９０日以内にしなければならない。 

（利用停止請求の手続） 

第３９条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記

載した書面（第３項において「利用停止請求書」

という。）を議長に提出してしなければならない。 

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は

居所 

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を

受けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項 

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者

は、議長が定めるところにより、利用停止請求

に係る保有個人情報の本人であること（前条第

２項の規定による利用停止請求にあっては、利

用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人

であること）を示す書類を提示し、又は提出し

なければならない。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があ

ると認めるときは、利用停止請求をした者（以

下この章において「利用停止請求者」という。）

に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め

ることができる。 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第４０条 議長は、利用停止請求があった場合に

おいて、当該利用停止請求に理由があると認め

るときは、議会における個人情報の適正な取扱

いを確保するために必要な限度で、当該利用停

止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなけ

ればならない。ただし、当該保有個人情報の利

用停止をすることにより、当該保有個人情報の

利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事

務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼす

おそれがあると認められるときは、この限りで

ない。 

（利用停止請求に対する措置） 

第４１条 議長は、利用停止請求に係る保有個人

情報の利用停止をするときは、その旨の決定を

し、利用停止請求者に対し、その旨を書面によ

り通知しなければならない。 

２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の

利用停止をしないときは、その旨の決定をし、

利用停止請求者に対し、その旨を書面により通

知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限） 

第４２条 前条各項の決定（以下「利用停止決定

等」という。）は、利用停止請求があった日から

３０日以内にしなければならない。ただし、第

３９条第３項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間

に算入しない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理

上の困難その他正当な理由があるときは、同項

に規定する期間を３０日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において、議長は、利用

停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及

び延長の理由を書面により通知しなければなら

ない。 

（利用停止決定等の期限の特例） 

第４３条 議長は、利用停止決定等に特に長期間

を要すると認めるときは、前条の規定にかかわ

らず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば

足りる。この場合において、議長は、同条第１

項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知しなければな

らない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 利用停止決定等をする期限 

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなけれ

ばならない期間に、議長及び副議長がともに欠

けている期間があるときは、当該期間の日数は、

同条の期間に算入しない。 

第４節 審査請求 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除

外） 

第４４条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決

定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止

請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第

９条第 1 項の規定は、適用しない。 

（審議会への諮問） 

第４５条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決

定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止

請求に係る不作為について審査請求があったと

きは、議長は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、江東区個人情報保護審議会条例（令

和５年３月江東区条例第４号）第２条に規定す

る江東区個人情報保護審議会（以下「審議会」

という。）に諮問しなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の全部を開示する

こととする場合（当該保有個人情報の開示に

ついて反対意見書が提出されている場合を除

く。） 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の訂正をすること

とする場合 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の利用停止をする

こととする場合 

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長は、

次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しな

ければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第

１３条第４項に規定する参加人をいう。以下

この項及び次条第２号において同じ。） 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求

者（これらの者が審査請求人又は参加人であ

る場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示に

ついて反対意見書を提出した第三者（当該第

三者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等におけ

る手続等） 

第４６条 第２７条第３項の規定は、次の各号の

いずれかに該当する裁決をする場合について準

用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を

却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係

る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を

除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個

人情報を開示する旨の裁決（第三者である参

加人が当該第三者に関する情報の開示に反対

の意思を表示している場合に限る。） 

第５章 雑則 

（適用除外） 

第４７条 保有個人情報（不開示情報を専ら記録

する公文書に記録されているものに限る。）のう

ち、まだ分類その他の整理が行われていないも

ので、同一の利用目的に係るものが著しく大量

にあるためその中から特定の保有個人情報を検

索することが著しく困難であるものは、第４章

（第４節を除く。）の規定の適用については、議

会に保有されていないものとみなす。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提

供等） 

第４８条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用

停止請求（以下この条において「開示請求等」

という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ

的確に開示請求等をすることができるよう、保

有個人情報の特定その他開示請求等をしようと

する者の利便を考慮した適切な措置を講ずるも

のとする。 

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理） 
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第４９条 議長は、議会における個人情報、仮名

加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦

情の適切かつ迅速な処理に努めなければならな

い。 

（審議会への諮問） 

第５０条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこ

とが特に必要であると認めるときは、審議会に

諮問することができる。 

（施行の状況の公表） 

第５１条 議長は、毎年度、この条例の施行の状

況を取りまとめ、その概要を公表するものとす

る。 

（委任） 

第５２条 この条例の実施に関し必要な事項は、

議長が定める。 

第６章 罰則 

第５３条 職員若しくは職員であった者、第９条

第２項若しくは第１５条第５項の委託を受けた

業務に従事している者若しくは従事していた者

又は議会において個人情報、仮名加工情報若し

くは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣

労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正

当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された第２条第５項第１号に係る個人情

報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は

加工したものを含む。）を提供したときは、２年

以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関し

て知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用し

たときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。 

第５５条 職員がその職権を濫用して、専らその

職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に

属する事項が記録された文書、図画又は電磁的

記録を収集したときは、１年以下の懲役又は５

０万円以下の罰金に処する。 

第５６条 前３条の規定は、区の区域外において

これらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第５７条 偽りその他不正の手段により、第２４

条第１項の決定に基づく保有個人情報の開示を

受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

                    

江東区避難行動要支援者名簿情報の提供に関す

る条例を公布する。 

令和５年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２６号 

江東区避難行動要支援者名簿情報の提供に

関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６

年法律第２２３号。以下「法」という。）の規定

に基づく避難支援等関係者に対する名簿情報の

提供に関し必要な事項を定めることにより、避

難支援等関係者による円滑かつ迅速な避難支援

等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の

生命又は身体を災害から保護することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 避難行動要支援者 法第４９条の１０第１

項に規定する避難行動要支援者であって、規

則で定めるものをいう。 

(2) 避難支援等 法第４９条の１０第１項に規

定する避難支援等をいう。 

(3) 避難行動要支援者名簿 法第４９条の１０

第１項に規定する避難行動要支援者名簿をい

う。 

(4) 名簿情報 法第４９条の１１第１項に規定

する名簿情報をいう。 

(5) 避難支援等関係者 法第４９条の１１第２

項に規定する避難支援等関係者であって、規

則で定めるものをいう。 

（名簿情報の提供） 

第３条 区長は、法第４９条の１１第２項の規定

により、災害の発生に備え、避難支援等の実施

に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名

簿情報を提供するものとする。ただし、名簿情

報を提供することについて本人（当該名簿情報

によって識別される特定の個人をいう。以下同

じ。）の同意が得られない場合は、この限りで

ない。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、区の区域

を管轄する警察署及び消防署、社会福祉法人江

東区社会福祉協議会並びに拠点避難所（通信機

能を有し、地域の情報収集の活動拠点として区

が設置した避難所をいう。）に名簿情報を提供す

る場合は、本人の同意を得ることを要しない。 

３ 区長は、法第４９条の１１第３項の規定によ

り、災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合において、避難行動要支援者の生命又は身
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体を災害から保護するために特に必要があると

認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度

で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿

情報を提供することができる。この場合におい

ては、名簿情報を提供することについて本人の

同意を得ることを要しない。 

（名簿情報の管理状況の報告等） 

第４条 区長は、提供した名簿情報の管理状況を

確認するために必要があると認めるときは、第

３条の規定により名簿情報の提供を受けた避難

支援等関係者その他の者（以下「名簿情報の提

供を受けた避難支援等関係者等」という。）に対

し、当該名簿情報の管理状況に関する報告を求

め、又は当該名簿情報の管理状況を検査するこ

とができる。 

（名簿情報の漏えい防止のための措置） 

第５条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係

者等は、当該名簿情報の漏えいの防止のために

必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 

（名簿情報の利用及び提供の制限） 

第６条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係

者等は、避難支援等の用に供する目的以外の目

的のために当該名簿情報を自ら利用し、又は第

三者に提供してはならない。 

（秘密保持義務） 

第７条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係

者等（その者が法人である場合にあっては、そ

の役員）若しくはその職員その他の当該名簿情

報を利用して避難支援等の実施に携わる者又は

これらの者であった者は、法第４９条の１３の

規定により、正当な理由がなく、当該名簿情報

に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に法第４９条の１１

第２項の規定により提供されている名簿情報は、

第３条第１項の規定により提供された名簿情報

とみなす。 

                    

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和５年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２７号 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例 

江東区国民健康保険条例（昭和３４年１１月江

東区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第１項中「４２万円」を「５０万円」

に改める。 

 第１５条の４第１号中「１００分の７．１６」

を「１００分の７．１７」に改め、同条第２号中

「４万２，１００円」を「４万５，０００円」に

改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の２．２８」

を「１００分の２．４２」に改め、同条第２号中

「１万３，２００円」を「１万５，１００円」に

改める。 

 第１５条の１６中「２０万円」を「２２万円」

に改める。 

 第１６条の４第１号中「１００分の２．３１」

を「１００分の２．２３」に改め、同条第２号中

「１万６，６００円」を「１万６，２００円」に

改める。 

 第１９条の２各号列記以外の部分中「２０万円」

を「２２万円」に改め、同条第１号ア中「２万９，

４７０円」を「３万１，５００円」に改め、同号

イ中「９，２４０円」を「１万５７０円」に改め、

同号ウ中「１万１，６２０円」を「１万１，３４

０円」に改め、同条第２号中「２８万５，０００

円」を「２９万円」に改め、同号ア中「２万１，

０５０円」を「２万２，５００円」に改め、同号

イ中「６，６００円」を「７，５５０円」に改め、

同号ウ中「８，３００円」を「８，１００円」に

改め、同条第３号中「５２万円」を「５３万５，

０００円」に改め、同号ア中「８，４２０円」を

「９，０００円」に改め、同号イ中「２，６４０

円」を「３，０２０円」に改め、同号ウ中「３，

３２０円」を「３，２４０円」に改める。 

 第１９条の４第１号ア中「６，３１５円」を「６，

７５０円」に改め、同号イ中「１万５２５円」を

「１万１，２５０円」に改め、同号ウ中「１万６，

８４０円」を「１万８，０００円」に改め、同号

エ中「２万１，０５０円」を「２万２，５００円」

に改め、同条第２号ア中「１，９８０円」を「２，

２６５円」に改め、同号イ中「３，３００円」を

「３，７７５円」に改め、同号ウ中「５，２８０

円」を「６，０４０円」に改め、同号エ中「６，

６００円」を「７，５５０円」に改める。 

 第２５条の５第２項中「雇用保険受給資格者証」
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の次に「又は同規則第１９条第３項に規定する雇

用保険受給資格通知」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

ただし、第２５条の５第２項の改正規定は、公

布の日から施行し、令和４年１０月１日から適

用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１０条第１項の規

定は、令和５年４月１日以後の被保険者の出産

について適用し、同日前の被保険者の出産につ

いては、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第１５条の４、第１

５条の１２、第１５条の１６、第１６条の４、

第１９条の２及び第１９条の４の規定は、令和

５年度以後の年度分の保険料について適用し、

令和４年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

告 示 

 

◎江東区告示第６４号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年３月６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第６７号 

令和５年３月８日、江東区議会の議決を経た、

令和４年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和５年３月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 令和４年度江東区一般会計補正予算（第７号） 

２ 令和４年度江東区国民健康保険会計補正予算

（第１号） 

３ 令和４年度江東区介護保険会計補正予算（第

２号） 

４ 令和４年度江東区後期高齢者医療保険会計補

正予算（第１号） 
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令和４年度江東区一般会計補正予算（第７号） 

令和４年度江東区一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 11,747,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 250,271,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用

できる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（特別区債の補正） 

第４条 特別区債の変更は、「第４表特別区債補正」による。 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

53 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 
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第２表 繰越明許費 
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第３表 債務負担行為補正 

追加 

 

 
 

変更 
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第４表 特別債補正 

変更 
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令和４年度江東区国民健康保険会計補正予算（第１号） 

令和４年度江東区国民健康保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 230,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 48,570,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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別表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 
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令和４年度江東区介護保険会計補正予算（第２号） 

令和４年度江東区介護保険会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 1,242,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 38,421,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 
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別表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 
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令和４年度江東区後期高齢者医療会計補正予算（第１号） 

令和４年度江東区後期高齢者医療会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 286,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 11,621,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別

表歳入歳出予算補正」による。 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

67 

別表 歳入歳出予算補正 

歳入 
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歳出 

 
                    

◎江東区告示第６９号 

 次のとおり、秀林外語専門学校の目的変更を認

可した。 

令和５年３月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 申  請  者 秀林外語専門学校設置者 

学校法人金井学園 

理事長 申 景浩 

２ 所  在  地 東京都江東区大島三丁目４

番７号 

３ 目的変更年月日 令和５年４月１日 

                    

◎江東区告示第７０号 

都市計画事業の図書の縦覧について 

 令和５年２月２０日付け関東地方整備局告示第

３８号に係る東京都市計画公園事業の事業計画の

変更について、国土交通省関東地方整備局長から

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３

条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定による図書の写しの送付があったので、同条

第２項の規定により縦覧し、都市計画法施行規則

（昭和４４年建設省令第４９号）第４９条の規定

により、縦覧場所を次のように公告する。 

令和５年３月１３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

 課 

                    

◎江東区告示第７１号 

特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に基

づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法第

３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第５

８条の１１第１号の規定により下記のとおり告示

する。 

令和５年３月１３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

施設名 設置者 所在地 確認年月日 
施 設

等 の 
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    種 類 

Ｐ ｅ ｒ

ｓ ｏ ｎ

ａ ｌ Ｓ

ｃ ｈ ｏ

ｏ ｌ Ｌ

ＥＯ 

一般社

団法人

地球の

楽好 

江東区

南砂５

‐１９

‐２ベ

ルコー

ポ１０

１ 

令和５年１

月９日 

認 可

外 保

育 施

設 

                    

◎江東区告示第７３号 

 令和５年３月１５日、江東区議会の議決を経た、

令和５年度当初予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和５年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 令和５年度江東区一般会計予算 

２ 令和５年度江東区国民健康保険会計予算 

３ 令和５年度江東区介護保険会計予算 

４ 令和５年度江東区後期高齢者医療会計予算 
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令和５年度江東区一般会計予算 

令和５年度江東区一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 237,004,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（特別区債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表特別区債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000 千円

と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 
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第１表 歳入歳出予算 

歳入 
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歳出 
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第２表 債務負担行為 
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第３表 特別区債 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

80 

令和５年度江東区国民健康保険会計予算 

令和５年度江東区国民健康保険会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 49,237,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用 
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別表 歳入歳出予算 

歳入 
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歳出 
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令和５年度江東区介護保険会計予算 

令和５年度江東区介護保険会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 39,229,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 
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別表 歳入歳出予算 

歳入 
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歳出 
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令和５年度江東区後期高齢者医療会計予算 

令和５年度江東区後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,195,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。 
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別表 歳入歳出予算 

歳入 
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歳出 

                    

◎江東区告示第７５号 

 下記の許可貸与した自動車臨時運行許可番号標

は、回収不能となったため、これを無効とする。 

令和５年３月１６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

足立 ６４‐９８ 江東 

足立 ６５‐４４ 江東 

足立 ６５‐８０ 江東 

                    

◎江東区告示第７８号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年３月１７日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第８０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年規則第１３号）第４２条の３

第２項の規定に基づき告示する。 

令和５年３月２２日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

(1) 名称 株式会社トラストバンク 
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所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目２４番１

２号渋谷スクランブルスクエア３

９階ＷｅＷｏｒｋ内 

代表取締役：川村 憲一 

(2) 名称 スルガカード株式会社 

所在地 東京都中央区日本橋１丁目７番１

号スルガビル 

代表取締役：佐藤 悟郎 

２ 指定開始日 

  令和５年４月１日 

３ 指定の内容 

  江東区が収納する公金におけるクレジットカ

ード収納の指定納付受託者 

                    

◎江東区告示第８２号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和５年３月２３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００３８９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ＳＯＭＰＯケア大島砂町定期巡回 

東京都江東区大島５‐３６‐８宍戸第３ビ

ル５階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  ＳＯＭＰＯケア株式会社 

東京都品川区東品川４‐１２‐８ 

代表取締役 鷲見 隆充 

４ 廃止年月日 

令和４年６月３０日 

５ サービスの種類 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

                    

◎江東区告示第８３号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和５年３月２３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００６１１ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  アウケアホーム江東・定期巡回 

東京都江東区東陽２‐４‐３４東郷ビル

（ＷＥＳＴ）２０１ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  スリーエス株式会社 

東京都新宿区東榎町１１ハウゼティクルス

４０２ 

代表取締役 千田 桂太郎 

４ 指定年月日 

令和５年３月１日 

５ サービスの種類 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

                    

◎江東区告示第８４号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和５年３月２３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００６２９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  アウケアホーム江東・夜間対応 

東京都江東区東陽２‐４‐３４東郷ビル

（ＷＥＳＴ）２０１ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  スリーエス株式会社 

東京都新宿区東榎町１１ハウゼティクルス

４０２ 

代表取締役 千田 桂太郎 

４ 指定年月日 

令和５年３月１日 

５ サービスの種類 

夜間対応型訪問介護 

                    

◎江東区告示第８５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、 令和５年３月２３日

から２週間、本区土木部において一般の縦覧に供

する。 

令和５年３月２３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
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整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 城２０号 

江東区大島二

丁目１１６番

１先から 

江東区大島二

丁目１１６番

３先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第８６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和５年３月２３日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和５年３月２３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 城２０号 

江東区大島二丁目１

１６番１先から 

江東区大島二丁目１

１６番３先まで 

次図

のと

おり 
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◎江東区告示第８７号 

特定商業施設変更届出書の縦覧について 

江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全

に関する指導要綱（平成１２年６月２９日江地商

発第６６号）第６条の規定に基づき、下記のとお

り特定商業施設変更届出書を縦覧に供する。 

令和５年３月２７日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
特定商業施設変更届出書

の届出年月日 

令和４年２月３日 

特定商業施設変更届出書

の縦覧場所 

東京都江東区東陽四

丁目１１番２８号 

江東区地域振興部経

済課（庁舎４階） 

特定商業施設変更届出書

の縦覧期間 

令和５年３月２８日

から 

令和５年５月２８日

まで 

特定

商業

施設

の概

要 

特定商業施設の名

称及び所在地 

（仮称）トヨタモビリ

ティ東京株式会社有

明店 

江東区有明一丁目

１０４番３号 

設置者の氏名又は

名称（法人にあっ

ては代表者の氏

名） 

トヨタモビリティ東

京株式会社 

代表取締役 関島

誠一 

変更

する

事項 

変更前 変更後 

(1) 特定商業施

設の名称及び

所在地 

（仮称）トヨタ

モビリティ東

京株式会社有

明店 

 江東区有明

一丁目１０

４番３ 

(2) 特定商業施

設において営

業を営む者の

氏名等 

トヨタモビリ

ティ東京株式

会社 

 代表取締役 

関島誠一 

(3) 店舗面積の

合計 

９５８㎡ 

(4) 配布物保管

(1) 特定商業施設

の名称及び所在地 

トヨタモビリティ

東京（株）有明店・

レクサス有明 

 江東区有明一丁

目４番２９号 

 

 

 

(2) 特定商業施設

において営業を営

む者の氏名等 

トヨタモビリティ

東京株式会社 

 代表取締役 佐

藤康彦 

 

 

(3) 店舗面積の合

計 

９８１．９㎡ 

(4) 配布物保管施

施設の位置及

び容量 

位置：変更届出書

のとおり 

容量：４２．０㎡ 

設の位置及び容量 

 

位置：変更届出書のと

おり 

容量：３９．１８㎡ 

変更

年月

日 

(1) 令和５年１月１６日 

(2) 令和４年６月２４日 

(3)、(4) 令和５年５月３日 

変更 

した

理由 

(1) 店舗名称決定のため 

(2) 役員人事変更のため 

(3)、(4) 配置計画変更のため 

                    

◎江東区告示第９３号 

 江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第３条第２項の規定に基づき、以

下の公園面積を令和５年３月３１日から変更する。 

令和５年３月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 面積を変更する公園 
名称 位置 

江東区立荒川・砂町水辺

公園 

江東区東砂三丁目３０

番先 

同  新砂三丁目８番

先 

２ 変更面積 

変更前：５８，１６８．５５㎡ 

変更後：５７，９６６．０８㎡（△２０２．

４７㎡） 
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◎江東区告示第９４号 

 江東区男女共同参画推進センターにおける下記

の公金の収納については、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

に基づき下記のとおり私人に委託したので、同条

第２項の規定に基づき告示する。 

令和５年３月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都港区芝五丁目３３番１

号 森永プラザビル 

パーソルテンプスタッフ株

式会社第二ＢＰＯ事業本部 

本部長 藤原 理絵 

２ 契 約 年 月 日 令和５年４月１日 

３ 委 託 期 間 令和５年４月１日から令和６

年３月３１日まで 

４ 委託の内容  (1) 江東区男女共同参画推

進センター条例（平成２

年１２月江東区条例第３

０号）第７条第１項に規

定する江東区男女共同参

画推進センターの使用料

の収納事務委託 

          (2) 江東区男女共同参画推

進センターにおいて開催

する講座に要する材料費

の売払代金の収納事務委

託 

                    

◎江東区告示第９５号 

コンビニエンスストア等における証明書の交付

に係る手数料の収納については、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項

の規定に基づき、下記のとおり私人に委託したの

で、同条第２項の規定に基づき告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都千代田区一番町２５番

地 

地方公共団体情報システム

機構 

理事長 椎橋 章夫 

２ 委 託 期 間 令和５年４月１日から令和６

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 証明書の交付に係る手数料の

収納事務 

                    

◎江東区告示第９６号 

江東区駐車場条例（昭和５９年１２月江東区条

例第４０号）第５条の規定に基づく、江東区東陽

二丁目駐車場の使用料の収納については、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８

条第１項の規定に基づき、下記のとおり私人に委

託したので、同条第２項の規定に基づき告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都江東区亀戸一丁目３９

番１号７０５ 

株式会社ジェイレック江東

支店 

支店長 臼倉 宏直 

２ 委 託 期 間 令和５年４月１日から令和６

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 江東区東陽二丁目駐車場の使

用料（現金分）の収納事務 

                    

◎江東区告示第９７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年規則第１３号）第４２条の３

第２項の規定に基づき告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

名称：東京地下鉄株式会社 

所在地：東京都台東区上野三丁目１９番６号 

代表者：代表取締役社長 山村 明義 

２ 指定年月日 

  令和５年４月１日 

３ 指定の内容 

江東区が収納する東陽二丁目駐車場の時間貸

使用料における交通系電子マネー収納の指定納

付受託者 

                    

◎江東区告示第９８号 

江東区豊洲特別出張所の公金収納の事務につい

ては、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項、同令第１５８条の２第１

項、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）
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第８０条の２、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第１１４条及び介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第１４４条の

２の規定に基づき、下記のとおり私人に委託した

ので、地方自治法施行令第１５８条第２項、同令

第１５８条の２第６項、国民健康保険法施行令（昭

和３３年政令第３６２号）第２９条の２３第１項、

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）

第４５条の７第１項及び高齢者の医療の確保に関

する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第

３３条第１項の規定により告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 契約の相手方 東京都港区南青山三丁目１番

３０号ＰＡＳＯＮＡＳＱＵＡ

ＲＥ 

          株式会社パソナ 

           常務執行役員エキスパー

ト・ＢＰＯ事業本部  

パブリック本部長 松

永 早苗 

２ 委 託 期 間 令和５年４月１日から令和６

年３月３１日まで 

３ 委託の内容 江東区豊洲特別出張所の有料

ごみ処理券の販売代金、特別

区民税、個人の都民税、軽自

動車税、国民健康保険の保険

料、後期高齢者医療の保険料

及び介護保険の保険料の収納

事務 

                    

◎江東区告示第９９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したため、江東区会計事

務規則（昭和３９年規則第１３号）第４２条の３

第２項の規定に基づき告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 指定納付受託者の名称及びその主たる事務所

の所在地 

(1) 株式会社ジェーシービー 

東京都港区南青山五丁目１番２２号 

(2) ユーシーカード株式会社 

東京都港区台場二丁目３番２号 

 

２ 指定納付受託者の納付方法 

次の国際ブランドマークが付されたクレジッ

トカードを使用する納付方法 

(1) ＪＣＢ、ＤｉｎｅｒｓＣｌｕｂ、ＡＭＥ

ＲＩＣＡＮＥＸＰＲＥＳＳ 

(2) ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ 

３ 指定納付受託者が納付する歳入等 

特別区民税・都民税、軽自動車税（種別割）、

国民健康保険料、介護保険料 

４ 指定をした日 

令和５年４月１日 

                    

◎江東区告示第１００号 

 江東区地方税（特別区民税・都民税及び軽自動

車税（種別割））の収納事務について、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の

２第１項の規定に基づき、下記のとおり委託した

ので、地方自治法施行令第１５８条の２第６項の

規定に基づき告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
委託した相

手方 

住所 委託内容 委託期間 

株式会社エ

ヌ・ティ・

ティ・デー

タ 

東京都江

東区豊洲

三丁目３

番３号 

江東区地方

税収納事務

のとりまと

め及びモバ

イルレジに

よる江東区

地方税の収

納 

令和５年

４月１日

から令和

６年３月

３１日ま

で 

株式会社し

んきん情報

サービス 

東京都港

区港南一

丁目８番

２７号 

ＭＭＫ設置

店の表示の

ある加盟店

舗における

江東区地方

税の収納 

同上 

株式会社セ

ブン-イレ

ブン・ジャ

パン 

東京都千

代田区二

番町８番

地８ 

直営店舗及

び加盟店舗

における江

東区地方税

の収納 

同上 

株式会社フ

ァミリーマ

ート 

東京都港

区芝浦三

丁目１番

２１号 

同上 同上 

株式会社ポ

プラ 

広島県広

島市安佐

北区安佐

町大字久

同上 同上 
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地６６５

番地の１ 

ミニストッ

プ株式会社 

千葉県千

葉市美浜

区中瀬一

丁目５番

地１ 

同上 同上 

山崎製パン

株式会社 

東京都千

代田区岩

本町三丁

目１０番

１号 

同上 同上 

株式会社ロ

ーソン 

東京都品

川区大崎

一丁目１

１番２号 

同上 同上 

ビリングシ

ステム株式

会社 

東京都千

代田区内

幸町一丁

目１番１

号 

ａｕ ＰＡ

Ｙ、ｄ払い、

ＰａｙＰａ

ｙに係る江

東区地方税

の収納 

同上 

ＫＤＤＩ株

式会社 

東京都千

代田区飯

田橋三丁

目１０番

１０号 

ａｕ ＰＡ

Ｙによる江

東区地方税

の収納 

同上 

株式会社Ｎ

ＴＴドコモ 

東京都千

代田区永

田町二丁

目１１番

１号 

ｄ払いによ

る江東区地

方税の収納 

同上 

株式会社み

ずほ銀行 

東京都千

代田区大

手町一丁

目５番５

号 

Ｊ‐Ｃｏｉ

ｎ Ｐａｙ

による江東

区地方税の

収納 

同上 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 

Ｐａｙ株式

会社 

東京都品

川区西品

川一丁目

１番１号 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 

Ｐａｙによ

る江東区地

方税の収納 

同上 

ＰａｙＰａ

ｙ株式会社 

東京都千

代田区紀

尾井町１

番３号 

ＰａｙＰａ

ｙによる江

東区地方税

の収納 

同上 

                    

◎江東区告示第１０１号 

江東区立豊洲西小学校における下記の公金の収

納については、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき、

私人に委託したので、同条第２項の規定に基づき

告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 委託の相手方 

東京都江東区大島一丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープライズ 

代表取締役 福士 朝尋 

２ 契約年月日 

令和５年４月１日 

３ 委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日ま

で 

４ 委託の内容 

(1) 江東区立学校施設使用条例（昭和５１年３

月江東区条例第１９号）第７条に規定する体

育館設備、プール及びトレーニング室の使用

料 

(2) 水泳帽、水泳用のゴーグルその他水泳用品

の売払代金 

                    

◎江東区告示第１０２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年規則第１３号）第４２条の３

第２項の規定に基づき告示する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

名称：株式会社エイエイピー 

所在地：静岡県静岡市駿河区森下町３‐６ 

代表取締役社長：土屋 康一 

２ 指定開始日 

  令和５年４月 1日 

３ 指定の内容 

  江東区が収納する公金におけるキャッシュレ

ス収納の指定納付受託者 

                   

◎江東区告示第１０３号 

江東区枝川区民館及び江東区東陽区民館の使用

料の収納については、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき、下記のとおり私人に委託したので、同条第

２項の規定に基づき告示する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
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１ 委託の相手方 東京都江東区東陽六丁目２番

１７号 

公益社団法人江東区シルバ

ー人材センター 

会長 関澤 邦正 

２ 委 託 期 間 令和５年４月１日から令和６

年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容 江東区枝川区民館及び江東区

東陽区民館の使用料収納事務 

                    

◎江東区告示第１０４号 

 予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）

第５条の規定により、令和５年度定期予防接種に

ついて下記のとおり公告する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 対象疾病 

(1) ジフテリア 

(2) 百日せき 

(3) 急性灰白髄炎 

(4) 麻しん 

(5) 風しん 

(6) 日本脳炎 

(7) 破傷風 

(8) 結核 

(9) Ｈｉｂ感染症 

(10) 肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限

る。） 

(11) ヒトパピローマウイルス感染症 

(12) 水痘 

(13) Ｂ型肝炎 

(14) 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限

る。） 

(15) ロタウイルス感染症 

２ 対象者の範囲 

(1) 江東区に居住する者で、予防接種法施行令

第３条に定める定期予防接種の対象者のうち

予防接種を希望するもの 

(2) 他区（江東区を除く２２区）に居住する者

で第１号に該当するもの 

３ 実施の時期 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日ま

で 

４ 場所 

別紙に揚げる実施医療機関（江東区長の要請

に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師

に係る医療機関） 

５ 実施方法 

公益社団法人江東区医師会に委託して個別接

種を実施する。 

６ 接種不適当者及び接種要注意者 

(1) 接種を受けることが適当でない者（接種不

適当者） 

ア 当該予防接種に相当する予防接種を受け

たことのある者で当該予防接種を行う必要

がないと認められるもの 

イ 明らかな発熱を呈している者 

ウ 重篤な急性疾患にかかっていることが明

らかな者 

エ 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分

によってアナフィラキシーを呈したことが

あることが明らかな者 

オ 麻しん、風しん及び水痘に係る予防接種

の対象者にあっては、妊娠していることが

明らかな者 

カ 結核に係る予防接種の対象者にあっては、

結核その他の疾病の予防接種、外傷等によ

るケロイドが認められる者 

キ Ｂ型肝炎に係る予防接種の対象者にあっ

ては、ＨＢｓ抗原陽性の者の胎内又は産道

においてＢ型肝炎ウイルスに感染したおそ

れのある者であって、抗ＨＢｓ人免疫グロ

ブリンの投与に併せて組換え沈降Ｂ型肝炎

ワクチンの投与を受けたことのある者 

ク ロタウイルス感染症に係る予防接種の対

象者にあっては、腸重積症の既往歴のある

ことが明らかな者、先天性消化管障害を有

する者（その治療が完了したものを除く。）

及び重症複合免疫不全症の所見が認められ

る者 

ケ 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに

限る。）に係る予防接種の対象者にあっては、

当該疾病に係る予防接種法（昭和２３年法

律第６８号）第５条第１項の規定による予

防接種を受けたことのある者 

コ イからカまで及びクに掲げる者のほか、

予防接種を行うことが不適当な状態にある

者 

(2) 接種の判断を行うに際し、注意を要する者

（接種要注意者） 

ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、

血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する

者 

イ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみら

れた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

101 

う症状を呈したことがある者 

ウ 過去にけいれんの既往のある者 

エ 過去に免疫不全の診断がされている者及

び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

オ 接種しようとする接種液の成分に対して

アレルギーを呈するおそれのある者 

カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテ

ックス）が含まれている製剤を使用する際

の、ラテックス過敏症のある者 

キ 結核の予防接種にあっては、過去に結核

患者との長期の接触がある者その他の結核

感染の疑いのある者 

ク ロタウイルス感染症の予防接種にあって

は、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害の

ある者 
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別紙 定期予防接種医療機関（Ａ類疾病） 

番号 予防接種を行う主たる場所 実施する予防接種 

1  
江東区清澄３丁目４番１１号２階 

ふるたに医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ

４・ＨＰＶ９ 

2  
江東区清澄３丁目６番９号 

清澄内科 

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・Ｈ

ＰＶ９ 

3  
江東区高橋１３番２号１階 

望月内科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・３混・麻・風・Ｈ

ＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

4  
江東区森下１丁目１６番７号１階 

森下駅前クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

5  
江東区森下２丁目２０番１２‐２０２号 

あおばクリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

6  
江東区森下２丁目２０番１２号２階 

渡辺こどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

7  
江東区森下４丁目９番１２号 

野木村医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ４・ＨＰＶ

９ 

8  
江東区平野２丁目１１号５号２階 

平和記念医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混・ポ・３混・麻・風・ＨＰ

Ｖ４・ＨＰＶ９ 

9  
江東区平野３丁目２番１３号１階 

ウェルネス木場公園クリニック 

ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・麻風・

日・２混・ポ・３混・麻・風・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

10  
江東区三好３丁目１番３号 

清澄白河こどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ＨＰＶ４・

ＨＰＶ９ 

11  
江東区三好３丁目８番４号 

東龍堂 鈴木医院 

Ｂ・４混・水・麻風・日・２混・３

混・麻・風・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

12  
江東区白河３丁目１番３号 

河口内科眼科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・３混・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

13  
江東区白河３丁目４番３－２０５号 

清澄白河ファミリークリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

14  
江東区深川１丁目５番３号 

ひろた医院 
日・２混 

15  
江東区深川２丁目１４番１１号 

深川安江クリニック 

水・麻風・麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４・ＨＰＶ９ 

16  
江東区永代２丁目３４番１０号 

魚住総合クリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

17  
江東区門前仲町１丁目６番９号 

城田小児科医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

18  
江東区門前仲町１丁目１３番１３号 

より子マタニティ＆レディース門前仲町 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

19  
江東区門前仲町２丁目１１番８号 

野崎クリニック 
ＨＰＶ９ 
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20  
江東区富岡１丁目２２番２８号 

金櫻堂医院 

水・麻風・日・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・

ＨＰＶ９ 

21  
江東区古石場２丁目１４番１‐２０２号 

おかの小児科 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

22  
江東区古石場２丁目１４番１‐２０４号 

吉田まゆみ内科 

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・Ｈ

ＰＶ９ 

23  
江東区塩浜１丁目４番３号 

みやさか内科医院 
麻風・２混 

24  
江東区塩浜２丁目７番３号 

鈴木病院 
水・麻風・日・２混 

25  
江東区豊洲２丁目２番１号４階 

タムスファミリークリニック豊洲 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

26  
江東区豊洲２丁目５番３号１階 

豊洲寺沢クリニック 

水・麻風・日・２混・ＨＰＶ４・Ｈ

ＰＶ９ 

27  
江東区豊洲２丁目５番３号１階 

けいこ豊洲こどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

28  
江東区豊洲３丁目２番３号１階 

神津クリニック 
日 

29  
江東区豊洲３丁目２番２０号２階 

大手町さくらクリニック㏌豊洲 
日・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

30  
江東区豊洲４丁目２番２号 ２階 

とよす内科クリニック 
日・２混・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

31  
江東区豊洲４丁目７番１号 

豊洲医院 
日・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

32  
江東区豊洲４丁目９番１３号 

たけうちこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

33  
江東区豊洲４丁目１０番１８号１階 

江東豊洲はるそらクリニック 

ヒブ・小肺・４混・麻風・日・２混・

ポ・３混・麻・風・ＨＰＶ４ 

34  
江東区豊洲５丁目１番３８号 

昭和大学江東豊洲病院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

35  
江東区豊洲５丁目２番１０号３階 

澤井クリニック 
日・２混 

36  
江東区豊洲５丁目２番１２号６、７階 

豊洲レディースクリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

37  
江東区豊洲５丁目５番２５号１階 

有明こどもクリニック豊洲院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

38  
江東区豊洲５丁目６番２９号 

豊洲小児科醫院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

39  
江東区豊洲５丁目６番２９号１階 

豊洲ベイサイド内科外科 
日 

40  
江東区東雲１丁目９番１０号２階 

いよりこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・
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麻・風・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

41  
江東区東雲１丁目９番１１‐１０２号 

のずえ小児科 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

42  
江東区東雲１丁目９番２１号６街区１階 

かしわぎクリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

43  
江東区東雲１丁目９番２２号 

たかすな内科胃腸内科クリニック 
２混 

44  
江東区東雲２丁目１番２１号 

きりんウィメンズクリニック東雲 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

45  
江東区辰巳１丁目９番４９‐１０２号 

辰巳中央診療所 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

46  
江東区潮見２丁目１番１０号 

オビ内科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

47  
江東区潮見２丁目７番１号１階 

潮見駅前内科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

48  
江東区有明２丁目１番７号１階 

有明みんなクリニック有明ガーデン院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

49  
江東区有明２丁目１番８号４階 

ベビースマイルレディースクリニック有明 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ４・ＨＰＶ

９ 

50  
江東区有明３丁目６番１１号３階 

東京ファッションタウンビルクリニック 
麻風・日・２混 

51  
江東区青海２丁目３番２３号１階 

フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

52  
江東区千石２丁目８番１０号 

青木医院 

４混・水・麻風・日・２混・ポ・３

混・麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・

ＨＰＶ９ 

53  
江東区千石２丁目１０番６号 

千石はやし内科クリニック 

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・Ｈ

ＰＶ９ 

54  
江東区扇橋２丁目１番３号２階 

竹内小児科医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

55  
江東区扇橋２丁目１７番５号 

小林内科クリニック 
４混・麻風・日・２混・麻・風 

56  
江東区扇橋３丁目５番７号１階 

城東クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

57  
江東区猿江１丁目１８番１８号 

さるえこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

58  
江東区猿江２丁目６番１１号 

福井クリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

59  
江東区住吉１丁目１８番１号 

あそか病院 
日・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

60  
江東区住吉１丁目１９番１－２０４号 

ツインタワーすみとしクリニック 

麻風・日・２混・ＨＰＶ４・ＨＰＶ

９ 

61  江東区住吉２丁目７番６号 ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 
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すみよし婦人科クリニック 

62  
江東区住吉２丁目１１番１号 

本田医院 

ヒブ・小肺・水・麻風・日・２混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

63  
江東区木場５丁目３番７号 １階 

東峯ラウンジクリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

64  
江東区木場５丁目３番１０号 

東峯婦人クリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

65  
江東区木場６丁目１１番３号 

東峯産科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

66  
江東区東陽２丁目３番１６号１１６ 

タウンセンタークリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

67  
江東区東陽２丁目４番２６号３階 

みつはたペインクリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

68  
江東区東陽２丁目４番２９号 

こどもクリニックさとう 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

69  
江東区東陽３丁目１番７号 

服部医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

70  
江東区東陽３丁目５番５号 

第二服部医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・ＨＰＶ

２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

71  
江東区東陽３丁目５番５号４階 

木場小児科 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

72  
江東区東陽３丁目１８番４号 

永田医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ

４・ＨＰＶ９ 

73  
江東区東陽３丁目２７番１７号３階 

タムス総合クリニック東陽町駅前 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４ 

74  
江東区東陽３丁目２７番３２号２階 

までのこうじクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

75  
江東区東陽３丁目２７番３２号６階 

杉本整形外科クリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

76  
江東区東陽４丁目５番１５号 ３階 

さくらハートクリニック 

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・Ｈ

ＰＶ９ 

77  
江東区東陽４丁目８番２１号３階 

東陽すずらんレディースクリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

78  
江東区東陽４丁目１０番８号６階 

東陽町はぐくみファミリークリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ＨＰＶ４・

ＨＰＶ９ 

79  
江東区東陽６丁目３番２‐２０２Ａ 

東京イースト２１クリニック 

Ｂ・小肺・４混・水・麻風・日・２

混・ポ・３混・麻・風・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

80  
江東区亀戸２丁目２６番８号１階 

亀戸内科クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風 

81  
江東区亀戸２丁目４２番５号２階 

亀戸キッズクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ＨＰＶ４・

ＨＰＶ９ 
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82  
江東区亀戸３丁目２番１３号 

わらび内科ペインクリニック 
麻風・日・２混 

83  
江東区亀戸３丁目１４番４号 

アクアメディカルクリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・水・麻風・日・２

混・３混・麻・風 

84  
江東区亀戸３丁目４６番２号 

天神通りクリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

85  
江東区亀戸４丁目１７番８号 

河野外科 

ヒブ・小肺・水・麻風・日・２混・

ポ・３混・麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰ

Ｖ４ 

86  
江東区亀戸４丁目１８番４号５階 

百合レディスクリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

87  
江東区亀戸５丁目１番６－１０１号 

亀戸駅前クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混・３混・麻・風・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

88  
江東区亀戸６丁目１番６号 

五の橋産婦人科 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

89  
江東区亀戸６丁目１４番３号 

五の橋こどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

90  
江東区亀戸６丁目２６番５号８階 

五の橋レディスクリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

91  

江東区亀戸６丁目３１番６号４階 

あかちゃんとこどものクリニックカメイド

クロック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

92  
江東区亀戸６丁目５７番２０号２階 

亀戸水神森クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・麻・風・

ＨＰＶ４ 

93  
江東区亀戸７丁目１０番１号 

ひらの亀戸ひまわり診療所 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風 

94  
江東区亀戸８丁目８番８号 

豊島医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

95  
江東区亀戸９丁目３４番１－１３６号 

わかたけクリニック 
麻風・日・２混・麻・風 

96  
江東区大島１丁目１番５号２階 

みね内科・消化器科 
日・２混 

97  
江東区大島１丁目２９番４－１０１号 

スマイルクリニック西大島 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

98  
江東区大島１丁目３３番１５号 

小野内科診療所 
麻風・日 

99  
江東区大島３丁目１４番１７号 

林内科クリニック 

ヒブ・４混・水・麻風・日・２混・

ポ・３混・麻・風 

100  
江東区大島４丁目１番６－１０５号 

小林クリニック 
日・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

101  
江東区大島４丁目６番２１－１０１号 

藤川内科・呼吸器内科クリニック 
日 

102  
江東区大島４丁目８番１４号 

大島医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混 

103  江東区大島４丁目１２番６号１階 Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・
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かおり皮ふ科クリニック 日・２混・ポ・３混・麻・風・ＨＰ

Ｖ４・ＨＰＶ９ 

104  
江東区大島５丁目７番５号４階 

まつもとメディカルクリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

105  
江東区大島５丁目８番１号 

稲見内科医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

106  
江東区大島５丁目１０番１０号１階 

大島駅前クリニック 

日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・Ｈ

ＰＶ９ 

107  
江東区大島５丁目１０番１０－４０６号 

大島耳鼻咽喉科・アレルギー科 
Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・ポ 

108  
江東区大島５丁目３６番７号２階 

びやじま内科医院・大島駅前 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混・ポ・３混・麻・風・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

109  
江東区大島５丁目４６番４号 

小林整形外科 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

110  
江東区大島５丁目５１番１０‐１０１号 

永岡クリニック 

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ

４・ＨＰＶ９ 

111  
江東区大島６丁目１番４‐１０２号 

こどもみらい大島クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

112  
江東区大島６丁目８番５号 

江東病院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

113  
江東区大島７丁目１番１８号１階 

ビーハッピークリニック 

ヒブ・小肺・４混・水・麻風・日・

２混・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

114  
江東区大島７丁目７番１号 

中の橋クリニック 
水・麻風・麻・風 

115  
江東区大島７丁目３６番４号 

星医院 
麻風・日・２混 

116  
江東区大島７丁目３８番１５号 

あかねクリニック 

ヒブ・小肺・４混・水・麻風・日・

２混・ポ・３混・麻・風・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

117  
江東区大島７丁目３８番３０号２階 

佐竹クリニック 
水・麻風・日・２混・麻・風 

118  
江東区大島８丁目５番２号 

大島小児科医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

119  
江東区大島８丁目４２番７号２階 

東大島メディカルクリニック 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

120  
江東区大島９丁目３番１６号  

よし耳鼻咽喉科 

水・麻風・日・２混・麻・風・ＨＰ

Ｖ４・ＨＰＶ９ 

121  
江東区大島９丁目５番１‐１０３号 

笠井小児クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

122  
江東区大島９丁目５番１‐１０４号 

コアシティ東大島クリニック 
日・２混 

123  
江東区北砂１丁目５番２０号 

岩井橋クリニック 

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ

４・ＨＰＶ９ 

124  江東区北砂２丁目１番２２号 ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

108 

寿康会病院 タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

125  
江東区北砂２丁目１４番１７号 

荒木医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風 

126  
江東区北砂２丁目１７番１号３階 

アリオ北砂内科 

麻風・日・２混・ＨＰＶ４・ＨＰＶ

９ 

127  
江東区北砂５丁目１４番３号 

柳沢ファミリークリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・ＨＰＶ

４・ＨＰＶ９ 

128  
江東区北砂５丁目１６番１号 

北原診療所 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

129  
江東区北砂５丁目２０番８号 

たち内科小児科クリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・ＨＰ

Ｖ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

130  
江東区北砂６丁目１番４号 

おおぞら太陽クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ２・ＨＰＶ

４・ＨＰＶ９ 

131  
江東区北砂７丁目１番２５号 

正木医院 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

132  
江東区北砂７丁目３番１７号 

神原医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・３混・麻・風・Ｈ

ＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

133  
江東区東砂２丁目５番７号 ２階 

惠仁クリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・ＨＰＶ

２・ＨＰＶ４ 

134  
江東区東砂２丁目１１番２７号 

赤羽根医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

135  
江東区東砂４丁目９番２号 

鎌上医院 

ヒブ・小肺・４混・水・麻風・日・

２混・ポ・３混・麻・風・ＨＰＶ２・

ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

136  
江東区東砂４丁目２３番６号 

みやたけクリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

137  
江東区東砂５丁目３番４号 

葛西橋診療所 
麻風・２混 

138  
江東区東砂６丁目７番５号 

永岡医院 
水・麻風・日・２混・３混・麻・風 

139  
江東区東砂７丁目１９番１３‐１０２号 

わたなべ内科胃腸科 
日・２混・３混 

140  
江東区東砂７丁目１９番１３号２階 

なおやこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

141  
江東区東砂７丁目１９番１３号３階 

まるやま皮膚科クリニック 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

142  
江東区東砂８丁目１９番１３号 

金子クリニック 
水・麻風・日 
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143  
江東区南砂１丁目９番９号 

鈴木医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

144  
江東区南砂２丁目６番３号２階 

おくむら医院 
ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

145  
江東区南砂２丁目３２番５号２階 

おかもとこどもクリニック 

ＢＣＧ・Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロ

タ・水・麻風・日・２混・ポ・３混・

麻・風・ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰ

Ｖ９ 

146  
江東区南砂２丁目３２番５号２階 

東陽町南砂みやけ内科 

麻風・日・２混・ＨＰＶ４・ＨＰＶ

９ 

147  
江東区南砂４丁目２番１３号 

砂町産婦人科 
ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

148  
江東区南砂６丁目１番９号 

山之内医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４ 

149  
江東区南砂６丁目８番１４号 

中澤医院 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・水・麻風・

日・２混・３混・麻・風 

150  
江東区南砂７丁目１番２５号 

柳瀬クリニック 

４混・水・麻風・日・ＨＰＶ４・Ｈ

ＰＶ９ 

151  
江東区南砂７丁目１３番５号 

寿康会診療所 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ＨＰＶ４ 

152  
江東区新砂３丁目３番２５号 

東京都立東部療育センター 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混・ポ・３混・麻・風・

ＨＰＶ２・ＨＰＶ４・ＨＰＶ９ 

153  
江東区新砂３丁目３番５３号２階 

南砂町駅前おおさわクリニック 
日 

154  
江東区新砂３丁目４番３１号４階 

南砂町おだやかクリニック 

Ｂ・ヒブ・小肺・４混・ロタ・水・

麻風・日・２混 

（注）ＢはＢ型肝炎、小肺は小児用肺炎球菌、４混は４種混合、水は水痘、麻風は麻しん・風しん混合、

日は日本脳炎、２混は２種混合、ポは急性灰白髄炎、３混は３種混合、麻は麻しん単抗原、風は風しん

単抗原、ＨＰＶ２はヒトパピロマーウイルス感染症２価、ＨＰＶ４はヒトパピロマーウイルス感染症４

価、ＨＰＶ９はヒトパピロマーウイルス感染症９価の略 
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別紙 定期予防接種医療機関（高齢者用肺炎球菌） 

1 
江東区清澄３丁目４番１１号サイネックスビル２階 

ふるたに医院 

2 
江東区清澄３丁目６番９号 

清澄内科 

3 
江東区清澄３丁目１０番１６－１０２号 

清澄ケアクリニック 

4 
江東区高橋１３番２号 ヴィラロイヤル森下１階 

望月内科クリニック 

5 
江東区森下１丁目５番１０号２階 

篠宮クリニック 

6 
江東区森下１丁目１６番７号太田ビル１階 

森下駅前クリニック 

7 
江東区森下２丁目２０番１２号フォーレドサンテ２０２ 

あおばクリニック 

8 
江東区森下２丁目２０番１２号２階 

渡辺こどもクリニック 

9 
江東区森下２丁目２８番３号森下ＴＭマンション１階 

もりした耳鼻咽喉科 

10 
江東区森下４丁目９番１２号 

野木村医院 

11 
江東区森下４丁目１１番５号東和第２ビル２階 

中沢内科 

12 
江東区平野２丁目１１番５号パシフィック第二門前仲町２階 

平和記念医院 

13 
江東区平野３丁目２番１３号 １階 

ウェルネス木場公園クリニック 

14 
江東区三好２丁目１５番１０号 

同友会深川クリニック 

15 
江東区三好３丁目８番４号 

東龍堂 鈴木医院 

16 
江東区三好４丁目７番１０－１０２号 

扇橋診療所 

17 
江東区白河３丁目１番３号 

河口内科眼科クリニック 

18 
江東区白河３丁目４番３－２０５号 

清澄白河ファミリークリニック 

19 
江東区永代２丁目３４番１０号 

魚住総合クリニック 

20 
江東区永代２丁目３７番２２号永代クリニックビル１階 

永代クリニック 

21 
江東区福住１丁目１７番８号東亜門前仲町ビル５階 

たけし在宅クリニック 

22 
江東区深川１丁目５番３号 

ひろた医院 

23 
江東区門前仲町１丁目４番８号９階 

東西線メディカルクリニック 

24 
江東区門前仲町１丁目６番１１号トレディパーチェ門前仲町３階 

門前仲町内科クリニック 

25 江東区門前仲町１丁目１３番１３号ベルテ門前仲町１階・２階 
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より子マタニティ＆レディース門前仲町 

26 
江東区門前仲町１丁目２０番３号 

門仲耳鼻咽喉科 

27 
江東区門前仲町２丁目１１番８号 

野崎クリニック 

28 
江東区富岡１丁目１３番１４号リブリ・ヴィラクリヤマⅡ1階 

船山内科 

29 
江東区富岡１丁目２２番２８号 

金櫻堂医院 

30 
江東区富岡１丁目２５番５号サンピア３階 

もんなか泌尿器科 

31 
江東区富岡１丁目２６番２０号２階 

とみおか医院 

32 
江東区富岡２丁目２番６号プロスペアー門前仲町２０２ 

Ｍ’ｓクリニックもんなか 

33 
江東区古石場１丁目１３番１９号 

大井医院 

34 
江東区古石場２丁目１４番１－２０４号 

吉田まゆみ内科 

35 
江東区越中島２丁目１４番１０号 

もんなか整形外科 

36 
江東区塩浜１丁目４番３号 

みやさか内科医院 

37 
江東区塩浜２丁目５番２３－１０４号 

ゆき耳鼻咽喉科クリニック 

38 
江東区塩浜２丁目７番３号 

鈴木病院 

39 
江東区枝川１丁目６番２０号１階 

橘クリニック 

40 
江東区枝川３丁目８番１３号 

鈴木リハビリテーション病院 

41 
江東区豊洲２丁目２番１号アーバンドックららぽーと豊洲３４階 

タムスファミリークリニック豊洲 

42 
江東区豊洲２丁目５番３号パークシティ豊洲Ｃ棟１階 

けいこ豊洲こどもクリニック 

43 
江東区豊洲２丁目５番３号１階 

豊洲寺沢クリニック 

44 
江東区豊洲３丁目２番３号豊洲キュービックガーデン１階 

神津クリニック 

45 
江東区豊洲３丁目２番２０号豊洲フロント２階 

大手町さくらクリニック in豊洲 

46 
江東区豊洲４丁目２番２号豊南堂ビル２階 

とよす内科クリニック 

47 
江東区豊洲４丁目７番１号 

豊洲医院 

48 
江東区豊洲４丁目１０番１８号プライヴブルー東京１階 

江東豊洲はるそらクリニック 

49 
江東区豊洲５丁目２番１０号沢真ビル３階 

澤井クリニック 

50 江東区豊洲５丁目２番１２号豊洲ＢＡＹＳＩＤＥクリニックビル６・７階 
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豊洲レディースクリニック 

51 
江東区豊洲５丁目５番１‐１０８号豊洲シエルコート１階 

石原クリニック 

52 
江東区豊洲５丁目５番１号豊洲シエルタワー３階 

昭和大学豊洲クリニック予防医学センター 

53 
江東区豊洲５丁目５番２５号昭和大学豊洲寮１階 

有明こどもクリニック豊洲院 

54 
江東区豊洲５丁目６番２９号パークホームズ豊洲ザレジデンス１階 

豊洲ベイサイド内科外科 

55 
江東区東雲１丁目８番１７号 

東雲クリニック 

56 
江東区東雲１丁目９番１０号イオン東雲Ｓ・Ｃ２０３ 

イトカワ整形外科 

57 
江東区東雲１丁目９番１０号 

しののめ内科クリニック 

58 
江東区東雲１丁目９番２１号東雲キャナルコートＣОＤＡＮ６街区１０２ 

かしわぎクリニック 

59 
江東区東雲１丁目９番２２号東雲キャナルコート内 

たかすな内科胃腸内科クリニック 

60 
江東区有明２丁目１番７号有明ガーデン１階 

有明みんなクリニック 有明ガーデン院 

61 
江東区有明２丁目１番７号有明ガーデンモール＆スパ１階 

サルスクリニック有明 

62 
江東区有明２丁目１番８号有明ガーデン４階 

ベビースマイルレディースクリニック有明 

63 
江東区有明２丁目９番１号 

東京有明医療大学附属クリニック 

64 
江東区有明３丁目６番１１号東京ファッションタウン（ＴＦＴ）ビル東館３階 

東京ファッションタウンビルクリニック 

65 
江東区辰巳１丁目９番４９－１０２号 

辰巳中央診療所 

66 
江東区潮見２丁目１番１０号 

オビ内科クリニック 

67 
江東区潮見２丁目７番１号潮見駅前プラザ二番街１階 

潮見駅前内科クリニック 

68 
江東区青海２丁目３番２３号１階 

フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 

69 
江東区千石２丁目８番１０号 

青木医院 

70 
江東区千石２丁目１０番６号ＪＵ ＴОＷＥＲ ＦＲОＮＴ千石１階 

千石はやし内科クリニック 

71 
江東区千石２丁目１０番６号ＪＵ ＴОＷＥＲ ＦＲОＮＴ千石１階 

東陽町耳鼻咽喉科・アレルギー科 

72 
江東区海辺１２番１１号 

正井診療所 

73 
江東区扇橋２丁目１番３号 

竹内小児科医院 

74 
江東区扇橋２丁目２番３号 

深川立川病院 

75 江東区扇橋２丁目１７番５号 
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小林内科クリニック 

76 
江東区扇橋３丁目５番７号リバーサイド奥村１階 

城東クリニック 

77 
江東区猿江１丁目１８番１８号 

さるえこどもクリニック 

78 
江東区猿江２丁目６番１１号 

福井クリニック 

79 
江東区猿江２丁目１６番５号住吉メディカルモール３階 

住吉内科消化器内科クリニック 

80 
江東区住吉１丁目１８番１号 

あそか病院 

81 
江東区住吉１丁目１９番１号ツインタワーすみとし住吉館２０４号室 

ツインタワーすみとしクリニック 

82 
江東区住吉２丁目５番１７号フジハイツ１階 

よしだ内科クリニック 

83 
江東区住吉２丁目１１番１号 

本田医院 

84 
江東区木場２丁目１９番２号Ｈ・Ｒ・Ｈビル３階 

鈴木クリニック 

85 
江東区木場５丁目３番７号東寿会ビル６階 

藤川クリニック 

86 
江東区木場５丁目３番１０号 

東峯婦人クリニック 

87 
江東区木場５丁目８番７号 

木場病院 

88 
江東区木場６丁目４番１６号バウムプラッツ２０１号 

大江戸江東クリニック 

89 
江東区木場６丁目９番８号 

浅川医院 

90 
江東区東陽２丁目３番１６‐１１６号 

タウンセンタークリニック 

91 
江東区東陽２丁目４番２６号飯田ビル２階 

クリニック東陽町 

92 
江東区東陽２丁目４番２６号３階 

みつはたペインクリニック 

93 
江東区東陽３丁目１番７号 

服部医院 

94 
江東区東陽３丁目３番６号前川ビル３階 

木場整形外科 

95 
江東区東陽３丁目５番５号４階 

木場小児科 

96 
江東区東陽３丁目５番５号 

第二服部医院 

97 
江東区東陽３丁目１８番４号 

永田医院 

98 
江東区東陽３丁目２３番６号 

大陽ビルクリニック 

99 
江東区東陽３丁目２７番１７号長谷川ビル３階 

東陽町駅前クリニック 

100 江東区東陽３丁目２７番３２号玉河ビル２階 
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までのこうじクリニック 

101 
江東区東陽３丁目２７番３２号玉河ビル４階 

東陽パークサイドクリニック 

102 
江東区東陽３丁目２７番３２号玉河ビル６階 

杉本整形外科クリニック 

103 
江東区東陽４丁目５番１５号東陽町サンキビル３階 

さくらハートクリニック 

104 
江東区東陽４丁目６番１号三共商会ビル６階 

みつ葉クリニック 

105 
江東区東陽４丁目１０番２号ＡＹＧ１階 

森崎医院 

106 
江東区東陽４丁目１０番８号杉船ビル６階 

東陽町はぐくみファミリークリニック 

107 
江東区東陽６丁目３番２号イースト２１タワー２０２Ａ 

東京イースト２１クリニック 

108 
江東区亀戸１丁目２８番８号 

五ノ橋クリニック 

109 
江東区亀戸２丁目１７番２４号 

清湘会記念病院 

110 
江東区亀戸２丁目２５番１４号立花アネックスビル３階 

かめいど腎臓内科クリニック 

111 
江東区亀戸２丁目２６番８号風月堂ビル１階 

亀戸内科クリニック 

112 
江東区亀戸２丁目３６番１２号エスプリ亀戸４階 

亀戸内視鏡・胃腸内科クリニック 

113 
江東区亀戸２丁目４１番１号 

友仁病院 

114 
江東区亀戸２丁目４２番５号３階 

山口整形外科 

115 
江東区亀戸２丁目４２番５号４階 

亀戸畠山クリニック 

116 
江東区亀戸２丁目４２番７号 

吉村内科 

117 
江東区亀戸３丁目２番１３号 

わらび内科ペインクリニック 

118 
江東区亀戸３丁目１４番４号 

アクアメディカルクリニック 

119 
江東区亀戸３丁目４６番２号 

天神通りクリニック 

120 
江東区亀戸４丁目１７番８号 

河野外科 

121 
江東区亀戸４丁目１８番４号亀戸メディカルビル３階 

水神クリニック 

122 
江東区亀戸５丁目１番６‐１０１号 

亀戸駅前クリニック 

123 
江東区亀戸５丁目３番２号サンタモニカ亀戸２階 

亀戸耳鼻咽喉科・アレルギー科 

124 
江東区亀戸６丁目２番３号田辺ビル４階 

しおかぜクリニック 

125 江東区亀戸６丁目２番３号田辺ビル５階 
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クリニックコスモス 

126 
江東区亀戸６丁目１４番３号 

五の橋こどもクリニック 

127 
江東区亀戸６丁目４１番１０号７階 

江東透析クリニック 

128 
江東区亀戸６丁目５７番２０号亀戸東口駅前ビル２階 

亀戸水神森クリニック 

129 
江東区亀戸７丁目１０番１号 

ひらの亀戸ひまわり診療所 

130 
江東区亀戸８丁目８番８号 

豊島医院 

131 
江東区亀戸９丁目１３番１号 

東京城東病院 

132 
江東区亀戸９丁目３４番１－１３６号 

わかたけクリニック 

133 
江東区大島１丁目１番５号ＶＩＰ大島２階Ｄ 

みね内科・消化器科 

134 
江東区大島１丁目２番２号ザ・ガーデンタワーズサンセットタワー１０２ 

エリゼこどもクリニック 

135 
江東区大島１丁目２９番４－１０１号 

スマイルクリニック西大島 

136 
江東区大島１丁目３３番１５号小野ビル１階 

小野内科診療所 

137 
江東区大島１丁目３６番５号江東ビル２階 

江東診療所 

138 
江東区大島２丁目３３番１０号プラウドタワー亀戸１階 

五の橋タワークリニック 

139 
江東区大島２丁目３７番９号 

西大島クリニック 

140 
江東区大島３丁目４番３号２階 

西大島駅と亀戸駅の間のいわぶち内科と泌尿器科のクリニック 

141 
江東区大島３丁目１４番１７号江口ビル３０２号室 

林内科クリニック 

142 
江東区大島４丁目１番６－１０５号 

小林クリニック 

143 
江東区大島４丁目６番２１号西大島ビューハイツ１０１号室 

藤川内科・呼吸器内科クリニック 

144 
江東区大島４丁目８番１４号 

大島医院 

145 
江東区大島４丁目１２番６号林ビル１階 

かおり皮ふ科クリニック 

146 
江東区大島５丁目７番５号ヤマキビル大島４階 

まつもとメディカルクリニック 

147 
江東区大島５丁目７番５号ヤマキビル大島５階 

江東病院附属在宅診療所 

148 
江東区大島５丁目８番１号 

稲見内科医院 

149 
江東区大島５丁目１０番１０号セントラルプラザ大島１階 

大島駅前クリニック 

150 江東区大島５丁目１０番１０号セントラルプラザ大島４０６ 
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大島耳鼻咽喉科・アレルギー科 

151 
江東区大島５丁目３２番５号 

いのうえ整形外科 

152 
江東区大島５丁目３６番７号２階 

びやじま内科医院・大島駅前 

153 
江東区大島５丁目４６番４号 

小林整形外科 

154 
江東区大島５丁目５１番１０‐１０１号 

永岡クリニック 

155 
江東区大島６丁目１番４‐１０２号 

こどもみらい大島クリニック 

156 
江東区大島６丁目８番５号 

江東病院 

157 
江東区大島６丁目９番１１号 

宮方クリニック 

158 
江東区大島７丁目１番１８号１階 

ビーハッピークリニック 

159 
江東区大島７丁目７番１号 

中の橋クリニック 

160 
江東区大島７丁目３６番４号 

星医院 

161 
江東区大島７丁目３８番１５号 

あかねクリニック 

162 
江東区大島７丁目３８番３０号ダイエー東大島２階 

佐竹クリニック 

163 
江東区大島８丁目５番２号 

大島小児科医院 

164 
江東区大島８丁目２３番６号 

三上医院 

165 
江東区大島８丁目４２番７号サンピアット東大島２Ｆ 

東大島メディカルクリニック 

166 
江東区大島９丁目３番１６号 

よし耳鼻咽喉科 

167 
江東区大島９丁目５番１－１０４号 

コアシティ東大島クリニック 

168 
江東区大島９丁目５番１－１０６号 

さがみ外科胃腸科クリニック 

169 
江東区北砂１丁目５番２０号 

岩井橋クリニック 

170 
江東区北砂２丁目１番２２号 

寿康会病院 

171 
江東区北砂２丁目１４番１７号 

荒木医院 

172 
江東区北砂２丁目１４番２０号 

北砂クリニック 

173 
江東区北砂２丁目１５番４０号 

協和メディカルクリニック 

174 
江東区北砂２丁目１７番１号アリオ北砂３階 

アリオ北砂内科 

175 江東区北砂４丁目６番２号 
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亀高医院 

176 
江東区北砂４丁目２４番１１号 

南塚内科医院 

177 
江東区北砂５丁目１４番３号 

柳沢ファミリークリニック 

178 
江東区北砂５丁目１６番１号 

北原診療所 

179 
江東区北砂５丁目２０番８号 

たち内科小児科クリニック 

180 
江東区北砂６丁目１番４号 

おおぞら太陽クリニック 

181 
江東区北砂６丁目２７番１７号 

サワイメディカルクリニック 

182 
江東区北砂７丁目１番２５号 

正木医院 

183 
江東区北砂７丁目３番１７号 

神原医院 

184 
江東区東砂２丁目５番７号２階 

惠仁クリニック 

185 
江東区東砂２丁目１１番２７号 

赤羽根医院 

186 
江東区東砂３丁目２５番３号 

ソライロ在宅クリニック 

187 
江東区東砂４丁目９番２号 

鎌上医院 

188 
江東区東砂４丁目２０番２号 

愛和病院 

189 
江東区東砂４丁目２２番１号 

田尻整形外科 

190 
江東区東砂４丁目２３番６号 

みやたけクリニック 

191 
江東区東砂５丁目３番４号 

葛西橋診療所 

192 
江東区東砂５丁目１２番２０号 

砂町診療所 

193 
江東区東砂６丁目７番５号 

永岡医院 

194 
江東区東砂７丁目１９番１３‐１０２号 

わたなべ内科胃腸科 

195 
江東区東砂７丁目１９番１３‐３０１号 

まるやま皮膚科クリニック 

196 
江東区東砂８丁目１９番１３号 

金子クリニック 

197 
江東区新砂３丁目１番９号１階 

南砂町リウマチ科整形外科 

198 
江東区新砂３丁目３番２０号 

順天堂東京江東高齢者医療センター 

199 
江東区新砂３丁目３番５３号アルカナール南砂２階Ｅ 

南砂町駅前おおさわクリニック 

200 江東区新砂３丁目４番３１号ＳＵＮＡＭО４階 
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◎江東区告示第１０５号 

犬の注射済票交付手数料収納事務の委託に

ついて 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１５８条第１項の規定に基づき、犬の注射済票

交付手数料の収納について、別紙に掲げる動物病

院に委託したので、同条第２項の規定により告示

する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

南砂町おだやかクリニック 

201 
江東区新砂３丁目３番２５号 

東京都立東部療育センター 

202 
江東区南砂１丁目９番９号 

鈴木医院 

203 
江東区南砂１丁目２５番１１号 

藤﨑病院 

204 
江東区南砂２丁目３番１９号 

南砂メディカルクリニック 

205 
江東区南砂２丁目６番３号サンライズ東陽ビル２階 

おくむら医院 

206 
江東区南砂２丁目６番３号サンライズ東陽２階 

せきぐち整形外科 

207 
江東区南砂２丁目２８番７号 

六地蔵クリニック 

208 
江東区南砂２丁目３２番５号２階 

おかもとこどもクリニック 

209 
江東区南砂２丁目３２番５号センタービレッジ南砂２階 

東陽町南砂みやけ内科 

210 
江東区南砂３丁目８番１０号 

かぶき内科 

211 
江東区南砂４丁目７番２３号 

植田医院 

212 
江東区南砂６丁目１番９号 

山之内医院 

213 
江東区南砂７丁目１番２５号 

柳瀬クリニック 

214 
江東区南砂７丁目１番２５号南砂公園ガーデニア２０９ 

城東南砂医院 

215 
江東区南砂６丁目８番１４号 

中澤医院 

216 
江東区南砂７丁目１３番５号 

寿康会診療所 
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別紙 
動物病院名 開設者 所在地 取扱期間 

青柳動物病院 青柳 惠彦 
江東区牡丹三丁目

９番６号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

アニマルメディカルクリニック 谷口 孝 
江東区富岡一丁目

２６番１２号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

磯貝動物病院 
有限会社 

磯貝動物病院 

江東区北砂一丁目

１２番１号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

犬猫の病院 しん 矢島 信一 
江東区平野三丁目

２番３号 

令和５年４月１日から 

令和５年６月３０日まで 

イリオヘルスサポート 株式会社イリオ 
江東区豊洲二丁目

４番９号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

永代橋アニマルクリニック 有限会社ＫＡＣ 
江東区永代一丁目

９番１号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

おおじま動物クリニック 榎本 雄太 
江東区大島一丁目

２９番７号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

株式会社苅谷動物病院グループ

江東総合病院 

株式会社苅谷動物

病院グループ 

江東区北砂三丁目

１２番７号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

株式会社苅谷動物病院グループ

三つ目通り病院外科・整形外科

センター 

株式会社苅谷動物

病院グループ 

江東区森下五丁目

２０番２号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

ガルシア動物病院 
ラグドーナ株式会

社 

江東区辰巳二丁目

１番５６号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

木場きたむら動物病院 北村 亮 

江 東 区 冬 木 

７番７号カスタム

ビル１階 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

木場パークサイド動物病院 濱谷 直幸 
江東区東陽一丁目

２７番３号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

きむら動物診療室 
株式会社きむら動

物診療室 

江東区常盤二丁目

１４番１１号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

清澄白河アニマルクリニック 本池 俊仁 
江東区白河一丁目

６番１５号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

清澄動物病院 西野 朗 
江東区白河一丁目

４番１８号 

令和５年４月１日から 

令和５年１２月３１日まで 

ケイ動物病院 
有限会社ゾーディ

アック 

江東区東陽四丁目

１０番１４号 

令和５年４月１日から 

令和５年６月３０日まで 

江東どうぶつ医療センター 株式会社ＭＡＨ 
江東区塩浜二丁目

１１番２９号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

こころ動物病院 
株式会社カダモホ

ルジョマシーコ 

江東区北砂七丁目

５番１６号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

コジマ亀戸動物病院 株式会社コジマ 
江東区亀戸三丁目

６０番２１号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

しののめ動物病院 
株式会社シンフェ

スティア 

江東区東雲一丁目

６番３号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

ＺＥＲＯどうぶつクリニック 山本 健二 
江東区大島一丁目

３０番１４号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

チェロ動物病院 河村 貴仁 
江東区東砂八丁目

５番５－１０３号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

動物愛護医院 笠井 千石 
江東区森下二丁目

１番１号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

動物医療サポートセンター 
株式会社獣医画像

診断研究所 

江東区深川二丁目

７番１７号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

動物の病院・ＫＩＳＳ（キッス） 安藤 雅子 江東区亀戸一丁目 令和５年４月１日から 
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３２番３‐４０１

号 

令和５年６月３０日まで 

動物病院モルム 桒野 悟 
江東区住吉一丁目

１４番８号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

とだ動物病院 
有限会社とだ動物

病院 

江東区千田６番１

３号 

令和５年４月１日から 

令和５年９月３０日まで 

とよす動物病院 
株式会社とよす動

物病院 

江東区豊洲六丁目

２番１０号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

ペテモ動物病院亀戸 
イオンペット株式

会社 

江東区亀戸六丁目

３８番１１号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

ペテモ動物病院東雲 
イオンペット株式

会社 

江東区東雲一丁目

９番１０号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

まつばら動物病院 株式会社ＭＡＨ 
江東区枝川三丁目

４番９号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

まるやま動物病院 丸山 吉博 
江東区石島四番９

号 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

南砂どうぶつ病院 嶋村 健太郎 
江東区北砂四丁目

１番６号 

令和５年４月１日から 

令和５年１２月３１日まで 

モフ動物病院 石森 斉子 
江東区南砂三丁目

１３番５号 

令和５年４月１日から 

令和５年６月３０日まで 

ＬＵＮＡペットクリニック潮見 
株式会社Ｒ＆Ｍベ

テリネール 

江東区潮見二丁目

６番１号 

令和５年４月１日から 

令和５年６月３０日まで 

                    

◎江東区告示第１０６号 

 江東区国民健康保険料の徴収事務について、国

民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８

０条の２の規定に基づき、下記のとおり委託した

ので、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第

３６２号）第２９条の２３第１項の規定に基づき

告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託事業者 

(1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

    東京都江東区豊洲三丁目３番３号 

(2) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

    東京都千代田区二番町８番地８ 

(3) 株式会社ローソン 

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 

(4) 株式会社ファミリーマート 

    東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

(5) 山崎製パン株式会社 

  東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 

(6) ミニストップ株式会社 

  千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

(7) 株式会社ポプラ 

  広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６

６５番地の１ 

(8) 株式会社しんきん情報サービス 

    東京都港区港南一丁目８番２７号 

(9) ＬＩＮＥＰａｙ株式会社 

    東京都品川区西品川一丁目１番１号 

(10) ＰａｙＰａｙ株式会社 

    東京都千代田区紀尾井町１番３号 

(11) ビリングシステム株式会社 

    東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 

(12) 株式会社ＮＴＴドコモ 

    東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 

(13) 株式会社みずほ銀行 

    東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

(14) ＫＤＤＩ株式会社 

  東京都千代田区飯田橋三丁目１０番１０

号 

２ 委託内容 

(1) ①『モバイルレジ』による江東区国民健康

保険料の徴収事務 

②『モバイルレジクレジット』及び『ネッ

トｄｅモバイルレジ』に係る江東区国民

健康保険料の徴収事務 

③江東区国民健康保険料に係る徴収事務の

取りまとめ 

(2) 直営店舗及び加盟店舗における江東区国民

健康保険料の徴収事務 

(3) 同上 

(4) 同上 

(5) 同上 

(6) 同上 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

121 

(7) 同上 

(8) ＭＭＫ設置店の表示のある加盟店舗におけ

る江東区国民健康保険料の徴収事務 

(9) 『ＬＩＮＥ Ｐａｙ』による国民健康保険料

の徴収事務 

(10) 『ＰａｙＰａｙ』による江東区国民健康保

険料の徴収事務 

(11) 『ＰａｙＰａｙ』及び『ｄ払い』及び『ａ

ｕＰＡＹ』に係る江東国民健康保険料の徴収

事務 

(12) 『ｄ払い』による江東区国民健康保険料の

徴収事務 

(13) 『Ｊ‐ＣｏｉｎＰａｙ』による江東区国民

健康保険料の徴収事務 

(14) 『ａｕＰＡＹ』による江東区国民健康保険

料の徴収事務 

３ 委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日ま

で 

                    

◎江東区告示第１０７号 

 江東区後期高齢者医療保険料の徴収事務につい

て、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）第１１４条の規定に基づき、下

記のとおり委託したので、高齢者の医療の確保に

関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）

第３３条第１項の規定に基づき告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託事業者 

(1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

    東京都江東区豊洲三丁目３番３号 

(2) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

    東京都千代田区二番町８番地８ 

(3) 株式会社ローソン 

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 

(4) 株式会社ファミリーマート 

    東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

(5) 山崎製パン株式会社 

  東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 

(6) ミニストップ株式会社 

  千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地の

１ 

(7) 株式会社ポプラ 

  広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６

６５番地の１ 

(8) 株式会社しんきん情報サービス 

    東京都港区港南一丁目８番２７号 

２ 委託内容 

(1) ①『モバイルレジ』による江東区後期高齢

者医療保険料の徴収事務 

②江東区後期高齢者医療保険料に係る徴収

事務の取りまとめ 

(2) 直営店舗及び加盟店舗における江東区後期

高齢者医療保険料の徴収事務 

(3) 同上 

(4) 同上 

(5) 同上 

(6) 同上 

(7) 同上 

(8) ＭＭＫ設置店の表示のある加盟店舗におけ

る江東区後期高齢者医療保険料の収納事務 

３ 委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日ま

で 

                    

◎江東区告示第１０８号 

令和５年度における会計年度任用職員の報酬の

額について、江東区会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則（令和２年３月江

東区規則第４号）第４条の規定に基づき、下記の

とおり告示します。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

令和５年度会計年度任用職員の報酬の額 別紙

のとおり
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〔別紙〕  
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◎江東区告示第１０９号 

江東区介護保険料の収納事務について、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４４条の２

の規定に基づき、下記のとおり委託したので、介

護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第

４５条の７第１項の規定に基づき告示する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
委託した

相手方 
住所 委託内容 委託期間 

株式会社

エヌ・テ

ィ ・ テ

ィ・デー

タ 

東 京 都 江

東 区 豊 洲

三 丁 目 ３

番３号 

江東区介

護保険料

収納事務

のとりま

とめ及び

モバイル

レジによ

る江東区

介護保険

料の収納 

令和５年

４月１日

から令和

６年３月

３１日ま

で 

株式会社

しんきん

情報サー

ビス 

東 京 都 港

区 港 南 一

丁 目 ８ 番

２７号 

ＭＭＫ設

置店の表

示のある

加盟店舗

における

江東区介

護保険料

の収納 

同上 

株式会社

セ ブ ン -

イ レ ブ

ン・ジャ

パン 

東 京 都 千

代 田 区 二

番 町 ８ 番

地８ 

直営店舗

及び加盟

店舗にお

ける江東

区介護保

険料の収

納 

同上 

株式会社

ファミリ

ーマート 

東 京 都 港

区 芝 浦 三

丁 目 １ 番

２１号 

同上 同上 

株式会社

ポプラ 

広 島 県 広

島 市 安 佐

北 区 安 佐

町 大 字 久

地 ６ ６ ５

番地の１ 

同上 同上 

ミニスト

ップ株式

会社 

千 葉 県 千

葉 市 美 浜

区 中 瀬 一

同上 同上 

丁 目 ５ 番

地１ 

山崎製パ

ン株式会

社 

東 京 都 千

代 田 区 岩

本 町 三 丁

目 １ ０ 番

１号 

同上 同上 

株式会社

ローソン 

東 京 都 品

川 区 大 崎

一 丁 目 １

１番２号 

同上 同上 

ビリング

システム

株式会社 

東 京 都 千

代 田 区 内

幸 町 一 丁

目 １ 番 １

号 

ａｕＰＡ

Ｙ、ｄ払

い、Ｐａ

ｙＰａｙ

に係る江

東区介護

保険料の

収納 

同上 

ＫＤＤＩ

株式会社 

東 京 都 千

代 田 区 飯

田 橋 三 丁

目 １ ０ 番

１０号 

ａｕＰＡ

Ｙによる

江東区介

護保険料

の収納 

同上 

株式会社

ＮＴＴド

コモ 

東 京 都 千

代 田 区 永

田 町 二 丁

目 １ １ 番

１号 

ｄ払いに

よる江東

区介護保

険料の収

納 

同上 

株式会社

みずほ銀

行 

東 京 都 千

代 田 区 大

手 町 一 丁

目 ５ 番 ５

号 

Ｊ‐Ｃｏ

ｉｎ Ｐ

ａｙによ

る江東区

介護保険

料の収納 

同上 

ＬＩＮＥ 

Ｐａｙ株

式会社 

東 京 都 品

川 区 西 品

川 一 丁 目

１番１号 

ＬＩＮＥ 

Ｐａｙに

よる江東

区介護保

険料の収

納 

同上 

ＰａｙＰ

ａｙ株式

会社 

東 京 都 千

代 田 区 紀

尾 井 町 １

番３号 

ＰａｙＰ

ａｙによ

る江東区

介護保険

料の収納 

同上 

                    

◎江東区告示第１１０号 

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）

第５条の規定により、予防接種について下記のと
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おり公告する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

 

１ 予防接種の種類 

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防

接種 

２ 対象者の範囲 

江東区の住民基本台帳に記録されている者の

うち、ワクチンごとに定められた接種対象年齢

の者。 

ただし、接種日において戸籍又は住民票に記

載のない者その他の住民基本台帳に記録されて

いないやむを得ない事情があると認められる者

についても、当該者の同意を得たうえで対象と

する。 

３ 実施の時期 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日ま

で 

４ 場所 

別表に掲げる実施医療機関（集団接種会場及

び江東区長の要請に応じて個別接種に協力する

旨を承諾した医師に係る医療機関） 

５ 接種費用 

無料 

６ 予防接種を受けることが適当でない者 

(ｱ) 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防

接種を受けたことのある者で新型コロナウイ

ルス感染症に係る予防接種を行う必要がない

と認められる者 

(ｲ) 明らかな発熱を呈している者 

(ｳ) 重篤な急性疾患にかかっていることが明ら

かな者 

(ｴ) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種

の接種液の成分によってアナフィラキシーを

呈したことがあることが明らかな者 

(ｵ) 上記に該当する者のほか、予防接種を行う

ことが不適当な状態にある者 

７ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する

者 

(ｱ) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血

系疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者 

(ｲ) 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられ

た者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症

状を呈したことがある者 

(ｳ) 過去にけいれんの既往のある者 

(ｴ) 過去に免疫不全の診断がされている者及び

近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

(ｵ) 接種しようとする接種液の成分に対してア

レルギーを呈するおそれのある者 

(ｶ) バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテッ

クス）が含まれている製剤を使用する際の、

ラテックス過敏症のある者 

８ 他の予防接種との関係 

ワクチンの接種前及び接種後に、他の予防接

種を行う場合においては、ワクチンごとに決め

られた間隔をおくこととする。 
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◎江東区告示第１１１号 

江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第２２条の規定によるボート場の

使用料の収納については、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

に基づき次のとおり私人に委託したので、同条第

２項の規定に基づき告示する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都江東区東陽六丁目２番

１７号 

          公益社団法人江東区シルバ

ー人材センター 

           会長 関澤 邦正 

２ 委 託 期 間 令和５年４月１日から令和６

年３月３１日まで 

３ 委託の内容 江東区立横十間川親水公園内

ボート場使用料の収納事務 

                    

◎江東区告示第１１４号 

江東区清掃リサイクル条例（平成１１年１２月

江東区条例第３４号）第３２条第１項及び江東区

清掃リサイクル条例施行規則（平成１２年３月江

東区規則第４４号）第１４条の規定に基づき、令

和５年度の一般廃棄物の処理に関する実施計画を

別紙のとおり公表する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    
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〔別紙〕 
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◎江東区告示第１１５号 

江東区保育料の収納事務について、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第３項の

規定に基づき、下記のとおり委託したので、児童

福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第４４

条第１項の規定に基づき告示する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託事業者 

(1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

    東京都江東区豊洲三丁目３番３号 

     代表取締役社長 本間 洋 

(2) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

    東京都千代田区二番町８番地８ 

     代表取締役社長 永松 文彦 

(3) 株式会社ローソン 

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 

     代表取締役社長 竹増 貞信 

(4) 株式会社ファミリーマート 

    東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

     代表取締役社長 細見 研介 

(5) 山崎製パン株式会社 

  東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 

     代表取締役社長 飯島 延浩 

(6) ミニストップ株式会社 

   千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地の

１ 

    代表取締役社長 藤本 明裕 

(7) 株式会社ポプラ 

   広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６

６５番地の１ 

    代表取締役社長 目黒 俊治 

(8) 株式会社しんきん情報サービス 

    東京都港区港南一丁目８番２７号 

      代表取締役社長 馬場 英一 

２ 委託内容 

(1) ①『モバイルレジ』による江東区保育料の

収納事務 

②江東区保育料に係る収納事務の取りまと

め 

(2) 直営店舗及び加盟店舗における江東区保育

料の収納事務 

(3) 同上 

(4) 同上 

(5) 同上 

(6) 同上 

(7) 同上 

(8) ＭＭＫ設置店の表示のある加盟店舗におけ

る江東区保育料の収納事務 

３ 委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日ま

で 

                    

◎江東区告示第１１６号 

江東区江東きっずクラブ条例（平成２２年３月

江東区条例第１６号）第９条の規定に基づく、同

条例第２条第２号に規定する事業の利用料の収納

については、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき次の

とおり私人に委託したので、同条第２項の規定に

基づき告示する。 

令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 委託の相手方 東京都世田谷区上北沢三丁目

８番１９号 

社会福祉法人雲柱社 

           理事長 服部 栄 

            外１０事業者（別紙委

託事業者一覧） 

２ 委 託 期 間 令和５年４月１日から令和６

年３月３１日まで 

３ 委託の内容 江東区江東きっずクラブ条例

第２条第２号に規定する事業

の利用料の収納事務 
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別紙 委託事業者一覧 
委託事業者 住所 代表者 委託先きっずクラブ 

社会福祉法人雲柱社 東京都世田谷区上北沢三丁目

８番１９号 

理事長 服部 栄 江東きっずクラブ明

治・深川・八名川・一

亀 

株式会社マミー・イ

ンターナショナル 

神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目１グランビュービル５階 

代表取締役社長 

伊藤 勝康 

江東きっずクラブ臨

海・数矢・南陽・川南・

東川・枝川・二亀・水

神・二大・南央・五砂・

六砂・七砂・東砂・亀

高 

株式会社日本保育サ

ービス 

愛知県名古屋市東区葵三丁目

１５番３１号千種ニュータワ

ービル１７Ｆ 

代表取締役 西井

 直人 

江東きっずクラブ平

久・扇橋・五大 

株式会社パソナフォ

スター 

東京都千代田区大手町二丁目

６番４号 

代表取締役 長畑

 久美子 

江東きっずクラブ東

陽・東雲・有明・四砂 

（株）トライグルー

プ東京支社 

東京都千代田区飯田橋一丁目

１０番３号 

代表取締役 吉田

 一義 

江東きっずクラブ豊

西・豊洲 

特定非営利活動法人

ワーカーズコープ 

東京都豊島区東池袋一丁目４

４番３号池袋ＩＳＰタマビル 

代表理事 田嶋 

羊子 

江東きっずクラブ豊

北・浅竪・三大 

株式会社セリオ 大阪府大阪市北区堂島一丁目

５番１７号堂島グランドビル

８Ｆ 

代表取締役社長 

若浜 久 

江東きっずクラブ毛

利・辰巳・二辰・有明

西 

株式会社プロケア 東京都新宿区高田馬場一丁目

３０番４号３０山京ビル３Ｆ 

代表取締役 秋山

 登史子 

江東きっずクラブ一

大・二砂・三砂・小名

木川 

シダックス大新東ヒ

ューマンサービス株

式会社東京支店 

東京都新宿区大久保一丁目２

番１７号新宿サンエービル２

階 

支店長 高井 恒

幸 

江東きっずクラブ四大 

（株）明日葉 東京都港区芝四丁目１３番地

３ＰＭＯ田町東１０Ｆ 

代表取締役 大隈

 太嘉志 

江東きっずクラブ砂町 

（株）ポピンズエデ

ュケア 

東京都渋谷区広尾５‐６‐６ 

広尾プラザ６Ｆ 

代表取締役 小川 

裕 

江東きっずクラブ越中

島 

                    

◎江東区告示第１１７号 

江東区地域振興部文化観光課が発行する有償の

冊子等の頒布代金の収納については、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第

１項の規定に基づき、下記のとおり私人に委託し

たので、同条第２項の規定に基づき告示する。 

  令和５年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方 東京都江東区東陽四丁目１１

番３号 

公益財団法人江東区文化コ

ミュニティ財団 

事務局長 大江 英樹 

東京都江東区東陽四丁目５番 

１８号 

一般社団法人江東区観光協

会 

理事長 秋山 利裕 

東京都江東区亀戸四丁目１８

番８号 

亀戸いきいき事業協同組合 

代表理事 塚本 光伸 

２ 委 託 期 間 令和５年４月１日から令和６

年３月３１日まで 

３ 委託の内容 江東区地域振興部文化観光課

が発行する有償の冊子等の頒

布代金の収納事務 

                    

◎江東区告示第１１９号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

  令和５年４月４日 
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江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００６４５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  シルバージム砂町 

東京都江東区北砂４‐３５‐１３ 

加賀見ビル１Ｆ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社唯愛国際 

東京都新宿区住吉町２‐１５ 

萩野ビル１Ｆ 

代表取締役 近藤 寧 

４ 廃止年月日 

令和５年４月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１２０号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２５第４項及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の３２第２項の規定に

基づき事業の廃止の届出があったので、下記のと

おり公示する。 

  令和５年４月４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  社会福祉法人睦月会 

  東京都国立市泉三丁目３０番地の５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  相談支援ルームボンデイ 

東京都江東区青海二丁目４番３２号タイム

２４ビル１階 

３ 廃止年月日 

  令和５年３月３１日 

４ 事業の種類 

  特定相談支援事業 

  障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

  知的障害者 

  障害児 

                    

◎江東区告示第１２１号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２０第１項及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の２８第１項の規定に

基づき事業所を指定したので、下記のとおり公示

する。 

  令和５年４月４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 指定した事業所 

 (1) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

   一般社団法人ソーシャルサポートえん 

    東京都江東区佐賀一丁目５‐８ 

 (2) 事業所の名称及び所在地 

   ソーシャルサポートえん 

    東京都江東区佐賀一丁目５‐８ 

 (3) 指定年月日 

   令和５年４月１日 

 (4) 事業の種類 

   特定相談支援事業 

   障害児相談支援事業 

 (5) 事業の主たる対象者 

   特定なし 

２ 指定した事業所 

 (1) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

   社会福祉法人睦月会 

    東京都国立市泉三丁目３０番地の５ 

 (2) 事業所の名称及び所在地 

   Ｕｐ ｔｏ Ｙｏｕ 相談 ＣＯＭＭＯＮ 

    東京都江東区塩浜二丁目５番３号 

 (3) 指定年月日 

   令和５年４月１日 

 (4) 事業の種類 

   特定相談支援事業 

   障害児相談支援事業 

 (5) 事業の主たる対象者 

   知的障害者 

   障害児 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第６号 

 下記により、令和５年第３回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和５年３月２４日 

 江東区教育委員会           

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和５年３月２９日（火） 

午前１０時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センター

内） 

３ 議題 

  日程第１ 議案第８号 江東区教育委員会事

務局処務規則の一

部を改正する規則 

  日程第２ 議案第９号 江東区立幼稚園教育

職員の給与に関す

る条例施行規則の

一部を改正する規

則 

  日程第３ 議案第１０号 江東区立幼稚園教

育職員の管理職

手当に関する規

則の一部を改正

する規則 

  日程第４ 議案第１１号 江東区立幼稚園教

育職員の管理職

員特別勤務手当

に関する規則の

一部を改正する

規則 

  日程第５ 議案第１２号 江東区立幼稚園教

育職員の期末手

当に関する規則

の一部を改正す

る規則 

  日程第６ 議案第１３号 江東区立幼稚園教

育職員の勤勉手

当に関する規則

の一部を改正す

る規則 

  日程第７ 議案第１４号 江東区立幼稚園教

育職員の義務教

育等教員特別手

当に関する規則

の一部を改正す

る規則 

  日程第８ 議案第１５号 江東区立幼稚園教

育職員の教職調

整額に関する規

則の一部を改正

する規則 

  日程第９ 議案第１６号 江東区立幼稚園教

育職員の勤務時

間、休日、休暇等

に関する条例施

行規則の一部を

改正する規則 

４ 報告事項 

(1) 令和５年第１回区議会定例会（教育委員会

関係） ほか 

５ 協議事項 

(1) 江東区立学校教科用図書採択に係る基本方

針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

147 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第８号 

 江東区選挙執行規程（平成１９年１月江東区選

挙管理委員会告示第３号）の一部を次のように改

正する。 

  令和５年３月２０日 

江東区選挙管理委員会 

別記第５号様式中「文盲」を「視覚の障害」に

改める。 

別記第６号様式を次のように改める。 
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別記第６号様式（第５０条関係） 

別記第１０号様式及び別記第１０号の２様式を

次のように改める。 
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別記第１０号様式（第５６条関係） 
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別記第１０号の２様式（第５６条の２関係） 

別記第１４号様式及び別記第１５号様式を次の

ように改める。 
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別記第１４号様式（第６５条関係） 
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別記第１５号様式（第６６条関係） 

 別記第１８号様式から別記第２０号様式までを

次のように改める。 
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別記第１８号様式（第７５条関係） 
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別記第１９号様式（第７７条関係） 
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別記第２０号様式（第８０条関係） 

 別記第２２号様式から別記第３０号様式までを

次のように改める。 
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156 

別記第２２号様式（第８２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

157 

別記第２３号様式(1)（第８９条関係） 

 

 

 

 

 

 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

158 

別記第２３号様式(1)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

159 

別記第２３号様式(2)（第８９条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

160 

別記第２３号様式(3)（第８９条関係） 

  



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

161 

別記第２４号様式(1)（第９０条関係） 

  



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

162 

別記第２４号様式(1)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

163 

別記第２４号様式(2)（第９０条関係） 

 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

164 

別記第２４号様式(2)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

165 

別記第２４号様式(3)（第９０条関係） 

  



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

166 

別記第２４号様式(3)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

167 

別記第２５号様式(1)（第９０条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

168 

別記第２５号様式(2)（第９０条関係） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

169 

別記第２５号様式(3)（第９０条関係） 

 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

170 

別記第２６号様式(1)（第９２条関係） 

 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

171 

別記第２６号様式(1)（裏面） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

172 

別記第２６号様式(1‐2)（第９２条関係） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

173 

別記第２６号様式(1‐2)（裏面） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

174 

別記第２６号様式(1‐3)（第９２条関係） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

175 

別記第２６号様式(2)（第９２条関係） 

 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

176 

別記第２６号様式(2)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

177 

別記第２７号様式（第９２条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

178 

別記第２７号様式（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

179 

別記第２８号様式(1)（第９３条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

180 

別記第２８号様式(1)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

181 

別記第２８号様式(1‐2)（第９３条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

182 

別記第２８号様式(1‐2)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

183 

別記第２８号様式(1‐3)（第９３条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

184 

別記第２８号様式(1‐3)（裏面） 

 

 

 

 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

185 

別記第２８号様式(1‐4)（第９３条関係） 

  



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

186 

別記第２８号様式(1‐4)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

187 

別記第２８号様式(2)（第９３条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

188 

別記第２８号様式(2)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

189 

別記第２８号様式(3)（第９３条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

190 

別記第２８号様式(3)（裏面） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

191 

別記第２９号様式（第９４条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

192 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

193 

別記第３０号様式（第９４条関係） 



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

194 

別記第３６号様式を次のように改める。



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

195 

別記第３６号様式（第１０５条関係） 

別記第３８号様式及び別記第３９号様式を次の

ように改める。



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

196 

別記第３８号様式（第１０７条関係） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

197 

別記第３９号様式（第１０８条関係） 

別記第４１号様式及び別記第４２号様式を次の

ように改める。



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

198 

別記第４１号様式（第１１０条関係） 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

199 

別記第４２号様式（第１１０条関係） 

 別記第４４号様式を次のように改める。



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

200 

別記第４４号様式（第１１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 5年 4月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報             （第 902号） 

 

 

 

201 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和５年第１回定例会） 

 ２月１５日から３月１５日まで会期２９日間に

わたって開会した令和５年第１回江東区議会定例

会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

  議案第１号 令和４年度江東区一般会計補正

予算（第７号） 

  議案第２号 令和４年度江東区国民健康保険

会計補正予算（第１号） 

  議案第３号 令和４年度江東区介護保険会計

補正予算（第２号） 

  議案第４号 令和４年度江東区後期高齢者医

療会計補正予算（第１号） 

  議案第９号 仙台堀川取水ポンプ所改築工事

請負契約 

  議案第１０号 江東区塩浜福祉プラザ改修工

事請負契約 

  議案第１１号 江東区塩浜福祉プラザ電気設

備改修工事請負契約 

  議案第１２号 江東区塩浜福祉プラザ機械設

備改修工事請負契約 

  議案第１３号 江東区情報公開条例の一部を

改正する条例 

  議案第１４号 江東区個人情報の保護に関す

る法律施行条例 

  議案第１５号 江東区個人情報保護審議会条

例 

  議案第１６号 江東区個人番号の利用並びに

特定個人情報の利用及び提供

に関する条例の一部を改正す

る条例 

  議案第１７号 江東区議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例 

  議案第１８号 江東区行政委員会の委員の報

酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

  議案第１９号 選挙長等の報酬および費用弁

償に関する条例の一部を改正

する条例 

  議案第２０号 江東区長及び副区長の給料等

に関する条例の一部を改正す

る条例 

  議案第２１号 江東区監査委員の給与等に関

する条例の一部を改正する条

例 

  議案第２２号 江東区区民体育館条例の一部

を改正する条例 

  議案第２３号 江東区営運動場条例の一部を

改正する条例 

  議案第２４号 江東区夢の島総合運動場条例

の一部を改正する条例 

  議案第２５号 江東区営プール条例の一部を

改正する条例 

  議案第２６号 江東区特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

議案第２７号 江東区家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条

例 

議案第２８号 江東区保育所条例の一部を改

正する条例 

議案第２９号 こども家庭庁設置法の施行に

伴う関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例 

議案第３０号 江東区老朽空家等対策審議会

条例 

議案第３１号 江東区私道整備助成条例の一

部を改正する条例 

議案第３２号 江東区立児童遊園条例の一部

を改正する条例 

議案第３３号 江東区放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正

する条例 

議案第３４号 江東区立学校の学校医、学校

歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例の一部

を改正する条例 

議案第３６号 江東区事務手数料条例の一部

を改正する条例 

（以上３月８日原案可決） 

  議案第５号 令和５年度江東区一般会計予算 

  議案第６号 令和５年度江東区国民健康保険

会計予算 

  議案第７号 令和５年度江東区介護保険会計

予算 

  議案第８号 令和５年度江東区後期高齢者医

療会計予算 

  議案第３５号 江東区避難行動要支援者名簿



（第 902 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 4 月 17日（月曜日） 

 

 

 

202 

情報の提供に関する条例 

  議案第３８号 江東区国民健康保険条例の一

部を改正する条例 

（以上３月１５日原案可決） 

２ 選任同意（区長提出） 

  議案第３９号 江東区教育委員会委員選任同

意方について 

本 多 健一朗 

（３月１５日同意） 

３ 議案（議員提出） 

  議員提出議案第２号 江東区議会の個人情報

の保護に関する条例 

（３月８日原案可決） 

  議員提出議案第３号 学校給食の無償化につ

いて国の一律の対応を

求める意見書 

  議員提出議案第４号 保護司活動の支援の充

実を求める意見書 

  議員提出議案第５号 観光需要の本格的な回

復に向けた更なる支援

を求める意見書 

  議員提出議案第６号 知的障害行政の拡充を

求める意見書 

（以上３月１５日原案可決） 

４ 請願・陳情 

  ３陳情第１１号 都立墨東病院の独立行政法

人化は行わないよう東京都

に働きかけることを求める

陳情 

  ３陳情第２３号 都立・公社病院の一括独立

行政法人化反対に関する陳

情 

  ３陳情第５７号 東京都に都立・公社病院の

独法化実施方針は撤回する

よう求め、都立墨東病院に

医師・看護師の増員を行う

よう、区議会として意見書

の提出を求める陳情 

（以上３月８日不採択） 

 

 

 


